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令和元年12月５日（木曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和元年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○議案第３号 令和元年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）補正予算（第１号）

○議案第10号 市町村立学校職員の給与等に関

する条例の一部を改正する条例

○議案第12号 特定大規模災害等に対処するた

めの地方警察職員の特殊勤務手

当の特例に関する条例

○議案第24号 損害賠償額の決定について

○議案第26号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・ストーカー・ＤＶ・児童虐待事案の現状と対

策について

・令和元年度各事業の上半期の状況について

・緑のダム造成事業植樹祭について

・宮崎県企業局経営ビジョン（素案）について

・県立高校生の就職内定状況について

・「新美術公募展（仮称）」について

・第81回国民スポーツ大会に向けた競技力向上

対策の経費について

出席委員（７人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 安 田 厚 生

委 員 蓬 原 正 三

委 員 井 本 英 雄

委 員 濵 砂 守

委 員 有 岡 浩 一

委 員 日 髙 利 夫

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

警 務 部 長 大 塚 祥 央

警務部参事官兼
時 任 和 博

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 河 野 重 定

刑 事 部 長 澤 康 介

交 通 部 長 谷 口 浩

警 備 部 長 小 野 博

警務部参事官兼
河 野 晃 央

会 計 課 長

警務部参事官兼
福 永 光 宏

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
鍋 倉 幸 次

生活安全企画課長

総 務 課 長 上 平 賢 一

少 年 課 長 宮 﨑 俊 昭

生 活 環 境 課 長 井 上 保 志

交 通 規 制 課 長 日 髙 靖 和

運 転 免 許 課 長 日 高 好 章

企業局

企 業 局 長 図 師 雄 一

副 局 長
野 口 和 彦

（ 総 括 ）

副 局 長
土 屋 喜 弘

（ 技 術 ）

令和元年12月５日(木)
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総 務 課 長 奥 浩 一

経 営 企 画 監 田 原 充 生

工 務 課 長 森 本 誠 二

電 気 課 長 新 穂 浩 一

施 設 管 理 課 長 上 石 浩

総 合 制 御 課 長 楠 見 博

教育委員会

教 育 長 日 隈 俊 郎

副 教 育 長 亀 澤 保 彦

教 育 次 長
川 越 淳 一

（教育政策担当）

教 育 次 長
黒 木 健 一

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 中 嶋 亮

財 務 福 利 課 長 本 田 潤 一

育 英 資 金 室 長 重 盛 俊 郎

高 校 教 育 課 長 児 玉 康 裕

義 務 教 育 課 長 東 宏太朗

特別支援教育課長 酒 井 裕 市

教 職 員 課 長 黒 木 貴

生 涯 学 習 課 長 新 純一郎

スポーツ振興課長 萩 尾 英 司

高校総体推進課長 米 丸 麻貴生

文 化 財 課 長 四 位 久 光

人権同和教育課長 鎌 田 剛 史

図 書 館 長 中 原 光 晴

美 術 館 副 館 長 加 塩 美 昭

総 合 博 物 館 長 黒 木 義 博

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 関 谷 幸 二

議事課主任主事 三 倉 潤 也

○渡辺委員長 ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、本日の午後の委員会に、宮崎公立大学

の学生３名が傍聴したいという申し込みがあっ

ております。傍聴人の入室を認めることといた

しますので、御了承いただきたいと思います。

なお、傍聴される時間は午後１時から２時ま

での１時間程度ということでありますので、よ

ろしくお願いいたします。

また、この際に、事務局職員による審査の様

子の写真撮影もあるということですので、御承

知いただければと思います。

次に、議案第10号及び第12号に対する人事委

員会の意見についてであります。

議案第10号は市町村立学校職員の給与等に関

する条例の一部を改正、第12号は特定大規模災

害等に対処するための地方警察職員の特殊勤務

手当の特例に関する条例となっておりますが、

お手元に配付している資料をごらんください。

これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき、議会は人事委員会の意見を聞くことと

なっており、その回答でありますので、御参考

にお配りいたしております。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました議案等について、
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本部長の説明を求めます。

○阿部警察本部長 おはようございます。まず、

冒頭、私から一言おわびを申し上げたいと思い

ます。

既に広報し、報道等もなされておりますが、11

月29日、強制わいせつ未遂等事案で本件警察官

に対し減給の懲戒処分を行いました。なお、当

該警察官は既に辞職しております。

委員の皆様を初め、県民の皆様の警察に対す

る期待と信頼を損ないましたことにつきまして、

大変申しわけなく思っております。この場をお

かりし、改めておわびを申し上げたいと思いま

す。

県警といたしましては、再発防止策を徹底す

ることはもとよりありますが、県民の期待と信

頼に応える強くしなやかな警察活動を推進し、

安全で安心な宮崎を実現するよう努めることに

よりまして、県民の信頼回復に努めてまいる所

存でございますので、どうか御指導のほど引き

続きよろしくお願い申し上げます。

さて、本日御審議いただく議案及び報告案件

は、特定大規模災害等に対処するための地方警

察職員の特殊勤務手当の特例に関する条例、損

害賠償額の決定について、損害賠償額を定めた

ことについて、ストーカー・ＤＶ・児童虐待事

案の現状と対策についての４件であります。

以上の案件につきまして、それぞれ担当部長

から説明、報告させますので、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

私からは以上であります。

○渡辺委員長 次に、議案に関する説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○大塚警務部長 お手元にあります令和元年11

月定例県議会提出議案、85ページの議案第12号、

特定大規模災害等に対処するための地方警察職

員の特殊勤務手当の特例に関する条例につきま

して、御説明いたします。

また、お手元の文教警察企業常任委員会資料

の資料１としまして、特定大規模災害等に対処

するための地方警察職員の特殊勤務手当の特例

に関する条例の制定についてという題名の資料

を準備しておりますので、こちらもあわせてご

らんください。

初めに、特殊勤務手当について説明いたしま

す。

特殊勤務手当とは、警察職員が著しく危険、

不快、不健康または困難な勤務、そのほか著し

く特殊な勤務に従事した場合に支給される手当

であり、現在、地方警察職員の特殊勤務手当に

関する条例によりまして、刑事作業手当、交通

捜査作業手当、警ら作業手当、災害警備等作業

手当などの手当を規定しております。

この種の手当につきましては、地方公務員法

第24条の規定により、本県では条例で定めてい

るところであり、この条例に定める額について

は、警察法第56条第２項の規定により警察庁の

職員の例を基準として定めることとなっていま

す。

次に、今回、条例の制定を御提案することに

なりました理由について御説明いたします。

国が特殊勤務手当に関する人事院規則の特例

として、平成29年５月に東日本大震災以外の特

定大規模災害等に対処するための人事院規則の

特例を制定いたしました。これに伴いまして、

東日本大震災以外の特定大規模災害等が発生し

た場合においても、東日本大震災と同様の手当

が速やかに支給できるようにするため、国の規

則に準じて新たに条例を制定するものです。
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なお、特定大規模災害とは、災害対策基本法

第28条の２第１項に規定する緊急災害対策本部

が設置された災害をいいまして、これまで東日

本大震災の際に設置されたのみであります。

次に、条例案の概要につきまして説明いたし

ます。

第１条では条例の目的を、第２条では用語の

意義を定義しております。第３条では国の規則

の特例に準じまして、災害警備等作業手当の加

算措置について規定しております。特定大規模

災害の被災現場において警察職員が災害警備等

作業に引き続き５日以上従事した場合には、従

事した全ての日を対象として日額手当を倍額ま

で加算するというものです。

第４条では国の規則の特例に準じまして、原

子力緊急事態宣言に対処するための災害警備等

作業手当の特例を規定しております。内容は記

載のとおりでありまして、具体的な区域や手当

額については、大規模災害発生時に人事院が定

めますことから本県も国の規則に準じて公安委

員会が定めることとしております。

第５条では委任について規定しております。

国の規則におきましては、必要な事項は人事院

が定めることとなっておりますので、本条例に

ついても必要な事項につきましては公安委員会

が定めることとしております。

最後に、条例の施行期日につきましては、公

布の日からとしております。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

続きまして、議案第24号の損害賠償額の決定

について、御説明させていただきます。

お手元の常任委員会資料の資料２をお開きく

ださい。

損害賠償の概要につきましては、公用車によ

る交通事故に伴う人身に対する損害賠償であり

ます。

本事案は、相手方の車の運転者の損害賠償額

について、議案第24号で県議会の議決をお願い

するものであります。また、物件事故につきま

しては、後ほど報告事項のところで御説明させ

ていただきます。

事故の発生日時、内容等につきましては、平

成30年３月27日午後０時12分ごろに宮崎市田野

町甲の九州縦貫自動車道宮崎線上り66.9キロポ

スト先路上におきまして、交通部高速道路交通

警察隊に所属する巡査長の警察官が単独で交通

取り締まり用四輪自動車を運転し、高速道路を

警ら中、自車前方の追い越し車線に交通違反車

両を認めたことから同車両に停止を求めました。

交通違反車両は減速し、追い越し車線から走行

車線に移行したことから、警察官も自車を減速

させ、左後方の安全確認が不十分なまま追い越

し車線から走行車線へ進路変更したところ、左

後方から走行車線を進行してきた相手方車両の

右後部に警察官の運転する車両の左前部が衝突

し、さらに相手方の車両はこの衝突の勢いでそ

のまま左側にあるのり面に左前部を衝突させた

ものであります。

今回の損害賠償額につきましては、運転者が

頸椎ねんざ及び腰椎ねんざ等により、治療に約

１年近くかかっておられます。また、事故によ

る後遺障がいが認定され、治療費、交通費、文

書料、傷害慰謝料に加えまして、逸失利益、後

遺障害慰謝料等を含めた人身損害額が32 5

万6,741円となり、過失割合は県側が100％であ

ることから全額保険から充当しております。

つきましては、地方自治法第96条第１項第13

号の規定によりまして、損害賠償額325万6,741

円について県議会の議決をお願いするものであ

ります。
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県警では、公用車を運転する全職員がさまざ

まな警察活動で求められる運転技能や知識を十

分に発揮できるよう、公用車運転適格審査制度

を設けるなど諸対策を講じております。

しかしながら、さきに報道されているとおり、

県内の高速道路において緊急走行中の公用車が

中央分離帯に衝突する交通事故が発生するなど、

損害賠償を伴う事案が継続して発生している現

状があります。交通指導取り締まりを責務とし、

交通法令を遵守すべき警察職員による交通事故

の発生につきましては、県民の信頼を損なうこ

とにつながりかねないものでありますし、県警

としては引き続き気を引き締めて諸対策を推進

し、職員による交通事故の絶無に努めてまいり

ます。

以上で、議案第24号の損害賠償額の決定につ

いての説明を終了いたします。

○渡辺委員長 議案に関する執行部の説明が終

了いたしましたが、質疑はございませんでしょ

うか。

○ 原委員 損害賠償額ですけれども、相手に

対しては人身損害額325万6,741円、その他の90

万円については報告事項で報告となっています

が、報告事項というのはどこですか。

○大塚警務部長 325万円強につきましては、こ

れは人身事故に関する賠償の部分でございまし

て、報告事項の90万円の部分につきましては、

車両が御本人の車両ではなくて会社の車だとい

うこともありまして、賠償の相手先が御本人で

はなくて会社になってくるものですから、物損

事故の部分につきましては、報告事項で報告さ

せていく形になっております。

○ 原委員 別途報告があるということですね。

わかりました。

○日髙委員 損害賠償の件ですけれども、夕べ

でしたか、テレビでちらっと見たんですが、高

速道路の中で取り締まりをするときには、必ず

２人乗っておられたんですけれども、まず１点

目は、この高速の警察官の方は単独でという記

載がありますが、単独ということは、何も問題

ないのでしょうか。

○谷口交通部長 単独で交通取り締まりをやっ

てはいけないという規則はございません。ただ

し、やはり事故防止上、２人が原則ということ

は指導しておりますが、人員の都合や勤務の都

合上、１人にならざるを得ない場合があります。

例えば、通常２人で勤務しておりますが、１

人の乗務員が休憩等で休む場合に、緊急走行の

事案に対応しなければならないときは、１人で

出かけざるを得ないという、いわゆる間隙を生

じさせない体制ということで、１人ということ

も十分あり得ます。

○日髙委員 左のほうによけたわけですよね。

もし仮に２人で、助手席にどなたかおられたら、

もしかしたら未然に防げたのかなというのもあ

るし、100対０という割合は、なかなかないと思

うんですけれども、よっぽど急にハンドルを切

られたのかなと、そういう心配もするんですが、

今、部長が言われたように、どこもやはり人手

が足りないということで、そういう状況が出て

来るのかなと思います。ただ、警察の方にとっ

ては、やはり国民の命を守るという大切な仕事

ですので、この辺はしっかりと人員確保に頑張っ

ていただきたいと思います。

○井本委員 原則が２人なら、これは例外です

よね。

○谷口交通部長 原則と申しましたのは、事故

防止上の観点から、基本、できれば２人勤務の

ほうがよろしいということで、例外ということ

ではないんです。
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○井本委員 何か特別な事情があったから１人

にしていたのですか。

○谷口交通部長 先ほども少し御説明いたしま

したが、今回の事故の際は、昼休みの時間帯で、

実は当日の勤務は２人しかいませんでした。２

人勤務の中で１人が昼食等で休憩すれば、その

ときに警ら勤務に出ないといけないので、それ

に出ていて違反者を発見した。そのときに１人

で違反を発見した以上、どうしても追跡するわ

けですので、そこで、１人で後方不確認のまま

左車線に入ってしまったということです。

これは参考までなんですけれども、そのトラッ

クの運転者で被害者の方は、通常パトには気づ

いているんです。パトには気づいていて、何ら

かの事案が発生しているということで減速を始

めているんですが、きのうテレビで見られたの

であれば少しわかったかもしれませんが、通常、

違反者の前に出る場合も結構あるんです。トラッ

クドライバーは多分違反者の前に出ると想定し

ていたみたいなんです。ところが左に入って来

たものですから、あわててトラックドライバー

も左に抜けようとしたんですが、そこにパトカ

ーが当たったという事故でございました。

本来は、やはり２人でいれば、言われたとお

り後方確認ができていたのではないかという点

は、十分反省しておりまして、その点について

は事故防止検討会で指導等をしております。

○有岡委員 確認でお尋ねいたしますが、この

相手方の方は完治して、今後は人身損害額が発

生しない、これで完結したということでよろし

いでしょうか。

○大塚警務部長 そのとおりでございます。

○有岡委員 わかりました。

もう１点、特殊勤務手当の関係で確認ですけ

れども、実績が知りたくてお尋ねするのですが、

例えば東日本大震災のときに、３条、４条で県

警から出られたという実績があれば、参考にお

尋ねいたします。

○大塚警務部長 東日本大震災の際に、平成24

年度以降ですけれども、毎年派遣しておりまし

て、これまで合計では約1,620万円強を支給して

いるという状況でございます。

○有岡委員 金額も大事ですが、人間がどれぐ

らい行っているかがお尋ねしたいことなんです。

○大塚警務部長 延べ2,458名が派遣されており

ます。

○有岡委員 ありがとうございます。

○渡辺委員長 ほかに議案に関してございます

でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、議案については以上

といたします。

次に、報告事項に関する説明を求めます。

○大塚警務部長 令和元年11月定例県議会提出

報告書の損害賠償額を定めたことについて、御

報告いたします。

今回、御報告させていただく警察における損

害賠償事案としましては、報告書３ページの１

件目から４件目までの交通事故が４件と、報告

書４ページの３件目の交通事故が１件の合計５

件でございます。

それでは、３ページの１件目の交通事故の概

要について、御説明いたします。

この事故につきましては、宮崎南警察署の警

察官が、平成31年１月18日の午後２時34分ごろ、

宮崎市内の路上において相手方車両の後方に自

車を停車させ降車したところ、車両が無人のま

ま前進し、前方に駐車していた相手方車両の左

後部バンパーに衝突させたものであります。

事故の原因については、当該職員が職務質問
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を実施するため降車する際、ギアをドライブか

らパーキングに切りかえるのを失念し、さらに

フットブレーキの踏み込みも甘かったことから、

車両が無人のまま前進したことによるものです。

過失割合につきましては、停車中の車両に衝

突した事案でありますので、相手方に過失はあ

りません。

相手方の車両は、後部バンパー等の修理代で

５万600円の損害額が生じ、県警の任意保険から

全額を支出しております。

公用車には、修理を要する損傷の発生があり

ませんでした。

次に、３ページの２件目の事故について説明

します。

この事故につきましては、刑事部組織犯罪対

策課の警察官が単独勤務中の平成31年２月13日

の午後１時30分ごろ、宮崎市内の駐車場におい

て自車を駐車枠に駐車させるため交代したとこ

ろ、右折待ちのため左後方で停車していた相手

方車両の左後部付近と公用車の左側面が接触し

たものであります。

原因につきましては、警察官の後方安全不確

認によるものです。

過失割合につきましては、停車中の車両に衝

突した事案でありますので、相手方に過失はあ

りません。

相手方車両は左後部バンパー等の修理が必要

となり、９万1,000円の損害額が生じ、県警の任

意保険から全額を支出しております。

公用車には、左側面の修理を要する損傷が発

生し、修理代にかかった５万4,907円を県費から

支払っております。

次に、３ページの３件目の事故について、御

説明いたします。

この事故は、宮崎南警察署の警察官が、平成31

年２月27日の午前11時10分ごろ、宮崎市内の路

上において公用バイクを運転中、左手首の腕時

計に脇見をしたことで自車が斜走していること

に気づくのがおくれ、急制動の措置をとるも間

に合わず、縁石附属のガイドポストに衝突した

ものであります。

原因については、左手首の腕時計に脇見をし、

前方不注視のまま漫然と進行したことでありま

す。

過失割合につきましては、縁石に設置してあ

るガイドポストに接触した事案でありますので

相手方に過失はありません。

ガイドポストの取りかえ修理及び工賃等で８

万6,000円の損害額が生じ、県警の任意保険から

全額を支出しております。

公用バイクには、左側面の修理を要する損害

が発生し、修理代にかかった２万1,427円を県費

から支払っております。

次に、３ページの４件目の事故について、御

説明します。

この事故は、高千穂警察署の警察官が、平成31

年４月12日の午後４時30分ごろ、西臼杵郡日之

影町内の路上において、同署が急傾斜の上り坂

であり、さらに頂上付近が右カーブで進路先が

目視できなかったことから、急傾斜の中腹で停

止し、進路先を確認後、再発進しようとブレー

キペダルから足を離した瞬間、急傾斜の上り坂

であったことから、車両が後退を始め、アクセ

ルペダルを踏み込みましたが、車両は後退を続

け、急傾斜の左後方に設置されていた金網フェ

ンスに衝突したものであります。

事故の原因については、急傾斜の上り坂で不

用意にブレーキペダルから足を離したこと、さ

らにその対処法としてアクセルを一気に踏み込

んだことでタイヤが空転する等の操作不適によ
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るものです。

過失割合につきましては、道路に設置してあ

る金網フェンスに衝突した事案でありますので、

相手方に過失はありません。

この事故により、金網フェンスの取りかえ等

の修理が必要となり10万5,840円の損害額が生

じ、県警の任意保険から全額を支出しておりま

す。

公用車には、左後部バンパー等の修理を要す

る損害が発生し、修理代にかかった10万1,800円

を県費から支払っております。

最後に、４ページの３件目の事故について御

説明いたします。

本件は、特別議案の損害賠償額の決定につい

てで説明いたしました交通事故の物件に対する

損害賠償になります。

相手方車両の所有者が運転手の勤務する会社

の所有となり、物件事故に係る損害賠償の支払

い先が運転手と異なることから、別に報告する

ものであります。

この事故で、相手方車両ののり面に衝突した

左前部及びパトカーと接触した右後部の修理等

により、100万円の損害が発生し、相手方と減額

交渉の結果、請求額の９割の支払いで和解し、

県警の任意保険から90万円を支出しております。

公用車には左前部バンパーの修理を要する損

害が発生し、修理代にかかった８万5,720円を県

費から支払っております。

以上の５件が損害賠償事案になります。

先ほど議案のところで御説明いたしましたと

おり、県警では公用車を運転する全職員がさま

ざまな警察活動で求められる運転技能や知識を

十分に発揮できるよう公用車運転適格審査制度

を設けるなど、諸対策を講じております。

しかしながら、今回の報告のとおり、損害賠

償を伴う事案が継続して発生している現状があ

ります。

交通指導取り締まりを責務とし、交通法令を

遵守すべき警察職員による交通事故の発生につ

きましては、県民の信頼を損なうことにつなが

りかねないものでありますし、県警としまして

は、引き続き気を引き締めて諸対策を推進し、

職員による交通事故の絶無に努めてまいります。

以上で、損害賠償額を定めたことについての

御報告を終了いたします。

○渡辺委員長 説明が終了いたしましたが、報

告事項についての質疑はございませんでしょう

か。

○日髙委員 ２点ほど勉強不足で申しわけない

んですが、まず今の事故の関係は、毎回報告さ

れますけれども、年齢的なものというのはない

のかどうか。例えば、やはり年齢的に高齢の職

員の方の事故の割合が高いとか。

○大塚警務部長 本年発生の平成31年１月から

令和元年の10月末までの事故の発生状況を分析

しましたところ、20代が約40％、30代が約37％

という状況でございまして、20代、30代が８割

弱を占めている状況がございます。

○日髙委員 もう１点だけ。この損害賠償を議

会で報告するのは、基本的には自治法の規定の

中でそういうことになるわけですか。

○大塚警務部長 300万円以下の交通事故につき

ましては、知事専決になっておりまして、その

知事専決の後に議会に報告することになってお

ります。

○日髙委員 専決処分をして、その後の専決の

報告ということですね。これも保険適用ですよ

ね。多分、一般の市町村の議会ではこういった

保険適用の事故の報告とかはほとんど─私は

国富町ですけれども、ないと思うんですが、や

令和元年12月５日(木)
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はり法的にこのような額でも報告しなくてはい

けないという規定になるわけですか。

○大塚警務部長 県警に限らず、県職員による

交通事故につきましては、先ほど申し上げたと

おり、全て報告させていただく形になっており

ます。

○日髙委員 これはどこの県もそうなんでしょ

うか。例えば、条例で規定を変えて、ここから

下は専決で、報告の義務をもたないというとこ

ろはないのか。全国でやっぱりこういう状態に

なっているんですか。

○時任首席監察官 全国の報告状況については

把握しておりませんけれども、任意保険で賠償

した交通事故を議会報告する根拠といたしまし

ては、地方自治法第96条第１項の13号等により

報告しているところでございます。

○日髙委員 最後ですけれども、今申し上げた

のは、保険適用でけりがつくようなものだった

ら、事務的にも皆さんの責任の範疇でやってい

けば、この５万円とかいうところまでわざわざ

これを書類にして、結構時間もかかるでしょう

から、そこまでは必要ないのかなと私は考えた

ところです。他県の状況もぜひ調べていただい

て、いや、どこも全部やっているんだというな

ら、それは法的な問題でしょうが、もしそれを

省略しているようなところがあったら、参考に

していただきたいと思います。

○ 原委員 今の保険に関してですけれども、

確かに保険支払いですけれども、以前もほかの

部で話をしたことがあるんですが、その説明の

仕方が、保険で払うからいいとは言っていない

けれども、県の財政には影響ないみたいな言い

方をされたので、保険というのは事故を起こす

と確か保険料が上がるんです。この保険料は一

般会計から出ているはずですので、事故が起き

ていくということは、大きな金額ではないかも

しれないけれども、やはり歳出の中で一般会計

に負担をかけていることです。今の御意見もあ

ろうかと思いますが、まして県有の車両、これ

は警察だけにとどまらず、公道において事故を

起こし、相手方にそれなりの損害を与えたこと

については、やはり公務員として我々県民の代

表である議会に、先ほど根拠も自治法の話をさ

れましたけれども、やっぱりしていただいたほ

うが、いろんな面でいいのかなと、すべきでは

ないかなと思っているので、その金額は幾らに

なったかまでは聞きませんけれども、そういっ

たことは間違いないですよね。

○福永警務課長 任意保険の報告の関係でござ

いますけれども、平成24年６月までは、県警の

対応としましては、任意保険で賠償が行われて

いるということで議会報告はしておりませんで

した。知事部局については、平成20年から、任

意保険加入車両による交通事故についても議会

報告を行うようになりまして、平成24年６月の

時点で財政課からも報告の要請がありましたも

のですから、それ以降、報告をするようにして

いるものでございます。

○渡辺委員長 以前もありましたが、確認です

けれども、任意保険は入札で決めるという話だっ

たですよね。その根拠には事故の数とか補償額

とかも応札される方にしたら根拠になっている

という考え方でいいんでしょうか。

○大塚警務部長 今お話にありましたとおり、

前年度の交通事故の発生状況を踏まえて保険会

社が入札し、その後、契約する形になりますの

で、事故の発生状況が契約金額に影響すること

になります。

○井本委員 今の保険の話、前にも聞いたこと

があるのですが、一応、求償権は発生するわけ

令和元年12月５日(木)
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ですよね。だから、やっぱり細かい任意保険が

ちょっと値段が上がったぐらい大した額ではな

いかもしれないけれども、一応、県警側には個

人に対しても求償権が発生するわけですから、

やっぱりそのままにしておくわけにはいかない

だろうなと、話を聞きながら思ったところです

けれども。

○大塚警務部長 求償につきましては、県が定

めました求償基準に基づいて求償することとし

ております。今回、御報告させていただいた案

件につきましても、賠償等審査会において審査

をしていただき、事故の原因が故意または重大

な過失によるものではないということで御判断

いただきまして、その結果、求償しないという

ことで決定されているものでございます。

○渡辺委員長 ほかよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、次にその他報告事項

に関する説明を求めます。

○河野生活安全部長 ストーカー・ＤＶ・児童

虐待事案の現状と対策につきまして、お手元に

お配りました資料に基づき説明させていただき

ます。

ストーカー・ＤＶ事案─ドメスティック・

バイオレンス事案は、端的に申し上げますと感

情のもつれ等に起因する事案であります。

昨今の情報技術の進展や対人関係の多様化等

により、被害の深刻さを含め事案の概要がつか

みづらいという特性を有する事案であります。

加害者の被害者に対する執着心や支配意識が

非常に強いものも多く、中には、特に加害者が

被害者等に対して強い危害意思を有している場

合は、警察に検挙されるということを顧みずに

犯行に及ぶことがあるなど、事態が急展開する

おそれがあります。

また、児童虐待事案についても、そのほとん

どが家庭内で発生しているため、被害が潜在化

しやすいという特性を有する事案であります。

さらには、被害児童が加害者の経済力に依存

している場合が多いこともあって、被害児童や

その家族からの被害申告がなされにくいだけで

なく、加害者をかばう傾向があり、真相解明が

困難となり、虐待行為が継続して行われるおそ

れのある事案であります。

警察としましては、このような事案の特性あ

るいは危険性を踏まえ、事案認知直後から迅速

・的確な対処を徹底し、被害者等の安全確保を

最優先にした保護対策を推進しているところで

あります。

それでは、まず、ストーカー・ＤＶ事案の１、

現状について説明いたします。

常任委員会資料の資料３をごらんください。

（１）のグラフは、平成26年以降の県内及び

全国のストーカー・ＤＶ事案の相談件数をあら

わしております。

県内のストーカー・ＤＶ事案の相談件数は、

年々増加傾向にありまして、平成30年のストー

カー相談件数は387件、ＤＶ事案の相談件数は719

件と、それぞれ法施行後、最多の件数でありま

した。

ことしも増加傾向は続いておりまして、速報

値でありますけれども、本年10月末現在でスト

ーカー相談件数は465件、ＤＶ相談件数は670件

と、本年末には過去最高の件数となる見込みで

あります。

全国の相談件数を見ていただきますと、スト

ーカーは５年間とも２万件以上と高水準で推移

しており、ＤＶ事案も年々増加傾向にあり、平

成30年には過去最多となる約７万7,000件となっ

ております。

令和元年12月５日(木)
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相談件数の増加要因としましては、一概に言

えませんけれども、ストーカー・ＤＶ事案に対

する社会的関心の高まり、これに加えて県や市

町村等の相談窓口が周知されたこと、また、警

察として相談内容を慎重に判断し、幅広くスト

ーカー・ＤＶ事案として対応していることなど

が考えられます。

（２）の表は、県内のストーカー規制法の適

用及び刑法・特別法での検挙件数をあらわして

おります。

ストーカー規制法の書面警告や禁止命令につ

いては、行政措置を実施した件数であり、それ

以外は事件として検挙した件数を示しておりま

す。

ストーカー規制法は、平成29年に２度の法改

正がなされておりますが、この法改正により、

タイムリーかつスピーディーな書面警告、禁止

命令が可能となりましたので、平成29年以降、

件数が大幅に増加しております。

ちなみに、この表にはありませんが、書面警

告や禁止命令の行政措置後のストーカー行為の

再発状況につきまして申し上げますと、過去３

年間で統計上の数値ではありますけれども、320

件の行政措置に対して再発件数が10件でありま

したので、95％以上のストーカー行為を抑止し

ているということになります。

（３）の表は、平成30年中の全国及び九州管

内のストーカー事案の行政措置実施状況をあら

わしております。

左側の表が全国の実施状況になりますけれど

も、本県の書面警告101件と禁止命令29件を合算

した130件につきましては全国で第７位となって

おります。

右側の九州管内を見ていただきますと、同じ

く本県の書面警告と禁止命令を合算した件数は、

福岡県の127件を上回り、第１位となります。

（４）の表は、平成26年以降の県内のＤＶ防

止法の適用及び刑法・特別法での検挙件数をあ

らわしております。

保護命令は、被害者の申し立てにより、裁判

所が加害者に対して被害者等へ近づいたり、あ

るいは電話をかけたりすることを禁止する命令

でありますけれども、近年は平成28年の73件を

ピークに60件前後で推移しております。

保護命令違反で検挙された件数でありますけ

れども、年間３件程度で過去５年間の再発率

は3.8％となり、被害者保護に効果的な命令であ

るといえます。

刑法・特別法での検挙件数につきましては、

平成29年以降がそれまでと比較して２倍近くに

増加しておりますが、これは平成29年６月から

逮捕しない任意処理事件の検挙数を計上するこ

ととしたためであります。

ちなみに、本年10月末現在で69件の検挙があ

りますが、このうち59件は暴行罪・傷害罪事件

での検挙になります。

次に、ストーカー・ＤＶ事案の２、対策につ

いて説明いたします。

まず、（１）の被害者等の安全確保を最優先と

した対応であります。

小さく４点挙げておりますけれども、アの危

険性・切迫性の的確な判断と初動対応の徹底で

あります。

認知した事案を過小評価することなく、その

危険性を組織内で的確に見極め、必要な措置を

先見的に行い、被害の発生・拡大・再発を防止

する、いわゆる事前的予防型の措置を行うなど、

初動対応を徹底しております。

次に、イの被害者等の避難措置の支援と、ウ

の各種法令を駆使した積極的な事件化による検

令和元年12月５日(木)
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挙措置であります。

加害者を逮捕することで被害者と加害者とが

分離され、その後の犯行が物理的に不可能な状

態をつくり上げることができます。

加害者が逮捕できない場合につきましては、

被害者にその危害が及ばないよう、できる限り

加害者が知り得ない場所への避難を促し、その

支援を関係機関とも連携して行っていくことと

しております。

次に、エの警告・禁止命令等行政措置の積極

的実施であります。

さきに説明したように、行政措置の実施は、

犯行を自制させるのに大きな効果がありますの

で、口頭注意にとどまることなく、行政措置を

積極的に実施して被害者の安全確保を図ること

としております。

次に、（２）は関係機関・団体等との連携です。

小さく２点挙げておりますけれども、アの女

性相談所、市町村等と連携した被害者保護対策

です。

被害者等の保護対策は、検挙したとしても、

その後の加害者からの追跡防止あるいは被害者

の自立支援など長期的な対応が必要となります

ので、女性相談所や市町村、民間団体等と連携

した取り組みを推進する必要があります。

関係機関の担当者とは、各種会議あるいは現

場対応を通じて顔の見える関係を構築し、円滑

な連携が図れるよう努めているところでありま

す。

次に、イの精神科医と連携した加害者対策で

す。

被害者等の安全確保のためには、加害者自身

の更正に関する取り組みを推進する必要があり

ます。

本県では、平成30年６月20日に宮崎県精神科

病院協会等とストーカー行為者に対する精神医

学的治療に関する協定を締結し、ストーカー行

為者に対する治療あるいはカウンセリングに関

する連携を推進しており、行為者を治療等につ

なげる取り組みを図っております。

次に、（３）の全警察職員の対処能力の向上で

あります。

ストーカー・ＤＶ事案の相談は、専任の担当

者以外の交番員や当直員等が最初に相談を受理

することも少なくありませんし、相談を認知し

た際の初動対応のいかんによって、結果が大き

く変わる場合があります。このため、担当者を

含めた全警察職員に高度で均質な対処能力を習

得させる取り組みを図る必要があります。

具体的には、警察本部の担当者が各交番にお

いて、ストーカー・ＤＶ事案の実例想定による

相談受理の訓練を実施したり、ストーカー・Ｄ

Ｖ事案の現場対応を行う警察本部の機動対策係

というのがあるんですけれども、これを県下で

発生した現場に派遣し、実際の事案を取り扱う

中で各警察署の職員を指導するなどして、全警

察職員の対処能力の向上に努めているところで

あります。

以上が、ＤＶ・ストーカー事案の現状と対応

であります。

次に、児童虐待の現状について説明いたしま

す。

常任委員会資料の資料４をごらんください。

（１）の表は、平成26年以降の県内における

児童虐待の認知件数をあらわしております。

県内の児童虐待事案の認知件数は、平成29年

から大幅に増加し、平成30年は408件と過去最多

となっております。

平成29年に大幅に増加した主な理由としては、

児童の面前で暴力を振るうＤＶ事案、いわゆる

令和元年12月５日(木)
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面前ＤＶについても心理的虐待として捉えるよ

うになったからであります。

なお、児童がＤＶを直撃目撃した場合のほか、

別室に在宅していた場合、あるいは日常的にＤ

Ｖが行われている場合についても、厳格に捉え

て児童相談所に通告しております。

面前ＤＶは、児童に対して直接的な暴言・暴

力はありませんけれども、児童の心身に悪影響

を及ぼすほか、配偶者に対する暴力等が児童に

向けられるおそれも十分にあるからであります。

具体的に申し上げますと、平成28年の心理的

虐待29件に対し、平成29年は273件と、約10倍に

なっております。

なお、速報値でありますけれども、本年10月

末現在の認知件数は369件であり、本年末には過

去最多の件数となる見込みです。

（２）の表は、平成26年以降の県内と全国の

通告児童数をあらわしております。

県内及び全国の通告児童数は年々増加傾向に

ありまして、平成30年の県内の通告児童数は605

人、全国の通告児童数は８万252人となっており、

ともに過去最多の通告児童数になっております。

（３）のグラフは、平成26年以降の県内の態

様別通告児童数をあらわしております。

県内の通告児童数は、平成29年から大幅に増

加しているわけでありますけれども、通告児童

数の内訳を見てみますと、平成29年は通告児童

数512人に対し、心理的虐待は418人、平成30年

は通告児童数605人に対しまして、心理的虐待

は492人となっており、いずれも心理的虐待が全

体の８割強を占めております。

表にはありませんけれども、心理的虐待の通

告児童数のうち、平成29年、30年とも約９割が

面前ＤＶでの通告であります。

（４）の表は、平成26年以降の県内における

児童虐待の事件検挙数をあらわしております。

本年10月末現在は、速報値になりますけれど

も、10件10名を検挙しており、被害児童は10名

で、そのほとんどが暴行や傷害事件であります。

（５）の表は、警察と児童相談所との情報提

供件数をあらわしております。

警察から児童相談所への情報提供につきまし

ては、平成29年から大幅に増加しております。

これは、児童虐待の認知件数が増加したことと、

平成29年10月に県と警察が情報提供に関する協

定を締結したことがその要因となっております。

子供の泣き声通報などで虐待の疑いがなく、

通告に至らない事案等についても情報提供を実

施しております。

児童相談所から警察への情報提供は、これま

で多くはありませんでしたが、平成30年は前年

より増加して22件、さらに本年10月末現在は既

に114件と大幅に増加しております。

これは、児童相談所が警察との間で共有する

情報の基準が全国的に明確化されたことに伴っ

て、児童相談所が警察に対する情報提供を積極

的に行うようになったからであります。

なお、情報提供の件数は、あくまで文書等で

把握できた件数でありますが、実務上は、これ

以上の情報交換を実施し、連携して対応してい

る状況であります。

次に、児童虐待事案の２、対策について御説

明いたします。

（１）は、児童虐待事案における情報提供に

関する協定に基づく情報提供の積極的実施であ

ります。

これは、警察と児童相談所がそれぞれ保有す

る情報をお互いに提供、共有することを明確に

することを目的に、平成29年10月に県と警察が

締結した協定です。

令和元年12月５日(木)
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具体的に申し上げますと、警察で児童虐待事

案を取り扱った場合に、当該児童に関する児童

相談所での過去の取り扱いを照会したり、通告

に至らない事案の情報提供などを行っておりま

すけれども、今後も積極的に情報の共有を図っ

てまいります。

（２）は情報提供に関する県こども家庭課長

と少年課長連名通知に基づく児童相談所との連

携強化であります。

これは、平成30年７月に児童相談所と警察と

の間で共有する情報の基準が全国的に明確化さ

れたこと等に伴い、連名通知に基づいて児童相

談所が警察に情報を提供するものであります。

具体的には、児童相談所が児童の一時保護を

した事案、あるいは児童虐待の通告受理後48時

間以内に児童の安全確認ができない事案等を警

察に提供するというもので、警察としましては、

提供があった時点で事件化も視野に入れ、児童

相談所と連携しながら的確に対処しているとこ

ろであります。

（３）は警察・検察・児童相談所の３者によ

る検討会等を通じた連携強化であります。

児童虐待事件を初め、児童を被害者とする事

件については、被害児童の精神的負担を軽減す

るため、代表者聴取─警察では司法面接とい

う言葉を使っておりますけれども─を行うな

ど警察・検察・児童相談所の３者が連携して対

処しております。

また、昨年に引き続きこの３者が一堂に会し

た検討会を本年８月に実施し、代表者聴取の適

切な実施、情報共有の推進を図っております。

（４）は公安委員会と児童相談所との意見交

換会の実施です。

これは、公安委員会の要望により、本年度初

めて開催したもので、児童相談所との連携の実

態や課題を把握し、さらなる連携強化を図るた

め、本年10月に実施したものです。

本会において、児童相談所から現状あるいは

取り組み等の説明があり、これを踏まえた活発

な意見交換が行われ、大変有意義な会となって

おります。

（５）は児童相談所との合同訓練等を通じた

現場対応能力の向上であります。

平成29年から毎年、警察と児童相談所合同で

児童の安全確認のための立入調査等の訓練を実

施しておりますが、本年10月にも実施しており

ます。

この訓練は、児童虐待の早期発見と被害児童

の早期保護に向けて、それぞれの機関の現場対

応能力の向上、関係機関の一層の連携強化を図

ることを目的に実施しております。

本年度は、児童相談所職員のほか、宮崎市の

子育て支援課の担当者も参加していただき、よ

り多くの関係機関と実施したところであります。

警察としましては、この種事案に対し、引き

続き関係機関と連携強化を図りながら、被害者

等の安全確保を最優先に迅速・的確に対処して

まいります。

以上でございます。

○渡辺委員長 その他報告事項についての質疑

はございませんでしょうか。

○日髙委員 数字の確認ですけれども、ストー

カーのところの全国上位７都道府県の中に宮崎

が入っているということで、何でこんな数字が

出てくるのかなと思ったら、これは警告と禁止

命令の合計数ということですよね。

○河野生活安全部長 そういうことでございま

す。

○日髙委員 それからすると387件のうち、警告

と禁止命令が130件ですかね。パーセントに直す
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と33％になりますけれども、全国でもそれだけ

ちゃんと相談内容を警察の方が聞いてくれてい

ると、イメージ的にはそういうふうになるんで

すよね。

（「はい」と呼ぶ者あり）御苦労さまです。

次に、この右のほうの話なんですが、警告の

ほうが、禁止命令より措置としては軽いわけで

すよね。そうなると、九州管内では、特に福岡

と比べた場合に、福岡は禁止命令が117件で警告

が10件ということですから、警告のほうが大分

少ない─軽いほうが少ない、重いほうが多い。

逆に宮崎県は101件と29件ということで、重いほ

うが少ない。何かこの数字を比較すると極端な

ものが出てきているんですが、何かその辺は県

警の方針とかそういうのがあるのか。

○河野生活安全部長 重い軽いという認識では

なくて、まず書面警告を即時行う。要するに被

害防止のため、あるいは被害者の保護のために、

禁止命令はいろいろな請求をして、ちょっと時

間がかかりますので、その前にまず予防先制的

に書面警告をして、加害者にその行為をやめさ

せる。その度合いが高い場合、あるいは被害が

予想される場合には、書面警告と同時に今度は

禁止命令もかける段取りを実務的にはするんで

す。 ですから、書面警告が多いというのは、

予防先制的な措置と考えていただいていいし、

再度その書面警告に応じない人に対しては禁止

命令をぼんとかけてしまう。禁止命令をかけて

しまうと、その禁止命令に違反した人を即座に

身柄拘束ができるというところで考えていただ

ければ結構だと思います。

○日髙委員 わかりました。

○井本委員 これは、やっていいように段取り

なんかは、法律か何かで決まっているんですか。

○河野生活安全部長 そうです。ストーカー規

制法という法律もありますし、児虐虐待で言え

ば、児童虐待あるいはＤＶ法というのがありま

して、その中で禁止命令や保護とかいう規定が

設けられております。

○井本委員 私も随分前のことですけれども、

クラブで半分やくざみたいな人が大騒ぎして、

暴行罪か傷害罪か何か起こして、それで捕まっ

て、二、三日もしないうちに出てきて、またそ

のクラブに来て、また大騒ぎし始めた。それで

そこの店主が私のところに来て、何とかしてく

れんですかと言って、それで私が警察署長のと

ころに相談に行ったら、それは有名な男だった

んでしょう、知っていますという話でした。私

からちょっともう飲みに行くなって言っておき

ましょうと、それでとまって。

そんなこと言う権限があるのかなと私もその

ときは思ったんですけれども、ちょっとあそこ

に行くなって言っただけでも、ぴたっととまっ

て喜んでいましたが、恐らくそれに似たような

ことなんだろうなと思うんですけれども、本当

に、何か事件が発生する前に警告というのは、

なかなかいいことじゃないかなと。これだけ多

いということは、それだけ宮崎県警は被害者に

対して優しいんじゃないかという、そんな気が

しますが、御苦労さまでございます。

○安田副委員長 ストーカーの被害届の年代別

と、男女でどちらが多いのですか。

○河野生活安全部長 済みません。確認します

けれども、被害者という意味ですか、加害者と

いう意味ですか。

○安田副委員長 どっちの相談が多いのかなと

思って。

○河野生活安全部長 相談件数ですか。

○鍋倉生活安全企画課長 ストーカー事案です

けれども、本年の10月末現在での統計が出てお
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りますが、被害者の男女の割合は、被害者は男

性が11％、女性が88％です。加害者になります

と、今度は男性が79％、女性が11％、一応不明

が10％ございます。

○安田副委員長 年代は。

○鍋倉生活安全企画課長 失礼いたしました。

年代も被害者、加害者別に統計してございます。

ことしの令和元年10月末現在では、被害者は20

歳代が29％、30歳代が30％、40歳代が20％であ

ります。

加害者は、30歳代が13％、40歳代が16％、50

歳代が11％となっております。

○安田副委員長 若い世代が多いのかなと感じ

たところがありますが、めずらしいところで高

齢の方も多いのかなと感じたところなんですけ

れども、そうでもないんですか。高齢者のスト

ーカーというのは。

○鍋倉生活安全企画課長 おっしゃるとおり、

ＤＶに関してもストーカーに関しても、あらゆ

る世代からの相談がございます。ただ件数的に

言えば、やはり40歳代以下が多いのかなという

ことです。

○濵砂委員 児童虐待の現状の５なんですが、

児童相談所から警察に連絡提供があって、よく

テレビなんかで、児相に親が引き取りに行って、

連れて帰った子供がまた被害に遭って亡くなっ

たりというのを見るんですが、こういう場合は、

警察ではその家庭に対して監視はやっているん

ですか。

○河野生活安全部長 一時保護を解除した場合

には情報提供が来ます。生活安全担当、少年係

で、その家庭を一応訪問したり見回ったり、あ

るいは風評があるかどうかという確認作業はし

ます。

そういった中で、また情報があれば児相に提

供して、さらに被害防止のための一時保護を依

頼することもあります。

○濵砂委員 やっぱりテレビに出て報道される

ようなものは何件もあるうちのごくまれなこと

なんですか。よく耳にしますよね。児相に親が

引き取りに行って連れて帰って、また暴行して、

最終的に亡くなったとかいうのがよく報道され

るものですから。

○河野生活安全部長 委員御指摘のとおりなん

ですけれども、この種の事案はいつどこで発生

するかわからないんです。個々の事案をしっか

り見極めて、親の監護能力等をしっかり見極め

て、親の指導をしながらやるというのが我々の

基本ですから、しっかりとした親御さんでなけ

れば、そういう施設とか一時保護とかをさらに

お願いする、危険性がある場合は、児童の保護

を最優先に考えて対処していくという方針で

やっております。

○濵砂委員 その被害に遭う子供さんの父親の

男性は、見ていると、ほとんどいわゆるお父さ

んが違う家庭ですよね。そんなのが発生するん

ですが、そういう事例を参考にしながら、やは

り監視を強めていくということなんでしょうか。

○河野生活安全部長 そうです。特に児童の身

体の検査というのはしっかりさせていただいて

おります。どこかに痕跡があるとか、そういっ

た場合については、やはり児童相談所と連携し

まして、一時保護を解除したんだけれども、ま

た一時保護の依頼をしております。

全国的に我々が危惧しているのは、一時保護

を解除した後、そういう事件が発生する、ある

いは一時保護をする前にそういう事案が発生し

てしまうことが、今のニュース報道でやられて

いる虐待事案ですので、そういうのを常に頭に

浮かべながら対応しているところであります。
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○有岡委員 今の児童虐待の関係で要望になり

ますけれども、公安委員会と児童相談所でそれ

ぞれ10月に意見交換をして、いろんな意見が出

て有意義な意見交換ができたというお話ですが、

問題はそういったものをぜひ県内の各警察署、

生活安全課の担当者も熟知して対応してもらえ

るような、そういう広がりが大事で、そこら辺

を取り組んでいただけると、いろんな対応策が

現場で生きてくるんじゃないかと思うので、ぜ

ひよろしくお願いいたします。

○河野生活安全部長 ありがとうございます。

県内に児童相談所が延岡、中央、都城と３カ

所あるんです。生活安全部としまして、各ブロッ

クの担当と児童相談所との協議会は、定期的に

実施しております。その場で意見交換会もして

おりますので、その点は継続してやっていく所

存であります。

○有岡委員 よろしくお願いします。

○渡辺委員長 ストーカーの関係で１点不勉強

で教えていただきたいんですが、ストーカー規

制法自体が桶川の事件等があって警察としても

新しいところまで踏み込めるようになってでき

た法律ですから、宮崎県警の対応は積極的に行っ

てもらって未然に防ぐところに力を注ぐと、正

しい方向性だと感じています。そのときに、不

勉強で申しわけないのですが、書面警告も禁止

命令も手続上は全て警察の判断のみで行える行

政処分となるんでしたか。処分というか、措置

になるのでしょうか。

○鍋倉生活安全企画課長 文書警告も禁止命令

も、いずれも行政指導と行政処分という扱いで

ありまして、一応被害者の意向を確認いたしま

す。被害者の申し出により判断して、こちらの

職権で判断していくことになります。

○渡辺委員長 先ほど御説明の中で、書面警告

については迅速にやりやすいので、対応をとに

かくやるという御説明があったところですが、

原則的には、例えば禁止命令にいっている事案

は、まず書面警告等があって、それでも状態が

変わらないような場合に禁止命令等に進んでい

ることがオーソドックスと考えていいでしょう

か。

○鍋倉生活安全企画課長 オーソドックスなパ

ターンはそういったものになりますけれども、

平成29年にストーカー規制法が改正になってお

りまして、警告の前置きなしに禁止命令をする

ことが可能になりましたので、いきなり禁止命

令をかけることもございます。

○河野生活安全部長 書面警告と禁止命令の違

いがありますので、書面警告というのは行政指

導の一種です。行為者につきまとい行為とか、

そういうのをやめるように求めるものです。禁

止命令というのは行政処分です。都道府県公安

委員会が行為者につきまとい行為の禁止とかそ

ういう行為を禁ずるもの、命ずるものでありま

す。もちろん違反すれば、禁止命令違反が成立

します。行政処分であるので審査請求とか、取

り消し訴訟とか、そういうものがあります。

○渡辺委員長 ありがとうございました。

○鍋倉生活安全企画課長 先ほど答弁いたしま

した内容の一部補足をします。

ストーカー・ＤＶ事案の被害者・加害者の年

齢別の関係ですけれども、ストーカー事案に関

してもＤＶ事案に関しても、警察で相談を受け

ている事案に関しましては大体20歳代から40歳

代、大体若い世代が７割を占めております。

○渡辺委員長 それでは、その他報告事項につ

いてはよろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、その他で何かござい
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ませんでしょうか。

○ 原委員 国体に関してですけれども、この

前、警察という小冊子で、剣道で鹿屋体育大学

に行っているとか、そういう猛者の話が載って

いましたけれども、７年先に国体があります。

６百数十億円かけていろいろ施設をつくって強

化して、後で教育委員会からそのあたりの説明

があるんですけれども、この強化ということに

ついて、例えば警察であれば柔道とか剣道とか

ありますよね。そういう武道系が多いのかなと

思いますけれども、それを意識した採用、ある

いは育成というか、どのような取り組みをされ

ているのか。やっておられるなら教えていただ

きたい。

○福永警務課長 本年度は術科の特別採用とい

うことで剣道３名、柔道１名を採用しておりま

す。

術科の特別訓練員ということで指定しまして、

大体機動隊に所属になりまして、一生懸命訓練

しているという次第でございます。

本年も、柔道と剣道で特別採用したいという

ことで考えております。

○大塚警務部長 １点補足させていただきます

と、全国警察の大会があるんですけれども、柔

道、剣道ともに１部、２部、３部とあるんです

が、１部に所属しておりまして、全国的に見て

も高いレベルにあります。先日、九州管区内の

柔道、剣道大会があったのですが、剣道に関し

ましては、福岡を破って九州１位の強さを誇っ

ております。

○ 原委員 そういういい話は、その他報告事

項で入れていただくといい。議会でも大分議論

があっていますけれども、やはり皇后杯・天皇

杯で必ずと言っていいか、知事もそれだけの意

気込みを持ってやるということで、それなりの

予算をつぎ込んで、この財政的に厳しい中やっ

ていくわけですから、その盛り上げの一役をぜ

ひかっていただくように、そういういい話はど

んどんまたＰＲしていただいて。

また質問ですけれども、国体は７年先になる

わけですが、毎年そういう特別枠の採用をされ

ていくということですか。

○阿部警察本部長 ありがとうございます。術

科はそもそも警察にとって不可欠なものでござ

います。また、天皇杯の関係、国スポの関係も

ございますので、しかるべく毎年特別枠で採用

をしていき、できるだけ宮崎県に貢献してまい

りたいと考えているのはもとよりでございます。

○ 原委員 わかりました。

○渡辺委員長 ほかよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって警察本

部を終了いたします。

大変お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時15分休憩

午前11時19分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案等について、

局長の説明を求めます。

○図師企業局長 おはようございます。企業局

でございます。よろしくお願いいたします。

説明に先立ちまして、一言御礼を申し上げま

す。

去る11月10日に小林市野尻町で開催いたしま

した緑のダム造成事業植樹祭につきまして、渡

辺委員長におかれましては大変お忙しい中、御

臨席を賜りまして、まことにありがとうござい

ました。この場をおかりしまして御礼を申し上
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げます。

それでは、座って説明させていただきます。

お手元に配付しております文教警察企業常任

委員会資料の目次をお開きください。

本日は、提出議案１件、その他報告事項３件

につきまして、御説明させていただきます。

まず、提出議案でございます。議案第３号「令

和元年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正

予算（第１号）」であります。これは電気事業会

計で予定しております綾第二発電所大規模改良

事業につきまして、固定価格買取制度における

売電価格の変更等が見込まれますことから、こ

れに対応するため、令和元年度当初予算を補正

するとともに継続費の設定をお願いするもので

あります。

なお、議案書の該当ページを記載しておりま

すが、説明につきましては、当資料により行わ

せていただきます。

次に、その他報告事項でございます。

まず、１件目は令和元年度各事業の上半期の

状況につきまして、御報告させていただきます。

次に、２件目は、緑のダム造成事業植樹祭に

つきまして、御報告させていただきます。

最後に、３件目は、現在、見直しを進めてお

ります、宮崎県企業局経営ビジョンの素案につ

きまして、御報告させていただきます。

詳細につきましては、総務課長及び経営企画

監より説明させますので、よろしくお願いをい

たします。

私からは、以上でございます。

○渡辺委員長 次に、議案に関する説明を求め

ます。

委員の質疑は、説明が全て終了した後にお願

いいたします。

○奥総務課長 それでは、資料の１ページをお

開きください。

議案第３号「令和元年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）補正予算（第１号）」であります。

（１）の補正の理由でありますが、綾第二発

電所大規模改良事業計画の変更に伴いまして、

建設改良費の減額等を行いますとともに、継続

費の設定を行うものであります。

具体的には、２ページのスケジュール比較の

表で御説明をいたします。

表は大きく当初計画と変更計画に分けており

まして、まず、表の上のほう当初計画のＦＩＴ

制度の欄をごらんください。

水力発電の場合、令和３年度までＦＩＴ売電

価格が決定しており、綾第二発電所の場合、１

キロワットアワー当たり20円となります。令和

４年度以降につきましても、売電価格は決定さ

れていないものの、制度自体は維持されるもの

と見込んでおりました。このことから、その下

の分離発注の欄でありますが、令和元年度に実

施設計を行いまして、赤い太枠で囲んでおりま

すとおり、令和３年度から令和９年度にかけま

して工事を行うこととしており、黄色の星印で

示しておりますとおり、ＦＩＴの認定は令和５

年度を予定しておりました。

次に、表の下側、変更計画のＦＩＴ制度の欄

をごらんください。

本年４月以降、国においてＦＩＴ制度の抜本

的な見直しの検討が開始されており、令和４年

度以降につきましては、グレーの矢印で示して

おりますとおり、制度の見直しにより、売電価

格の大幅な低下や対象規模の見直しにより、綾

第二発電所がＦＩＴ制度の対象から外れる可能

性が生じております。

このため、一番下の一括発注の欄であります

が、実施設計と工事を一括で発注する方式に変
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更することで１年早く施工業者を決定すること

ができ、赤い星印で示しておりますとおり、令

和３年度にＦＩＴ認定を受けることが可能とな

りまして、ＦＩＴ売電価格１キロワットアワー

当たり20円を確保できるものと考えております。

また、これらに伴いまして赤い太枠で囲んで

おりますとおり、令和元年度から７年度にかけ

て継続費を設定したいと考えております。

それでは、資料の３ページをお開きください。

（２）の補正予算予定額であります。①であ

りますが、令和元年度に予定しておりました実

施設計につきましては、来年度に工事と一括で

発注しますことから、建設改良費4,400万円を減

額したいと考えております。

次に、②でありますが、ＦＩＴ認定のための

放水路改修に係る調査費等につきまして、建設

改良費1,310万円を増額したいと考えておりま

す。

次に、③でありますが、建設改良費の減額に

伴いまして、税務署に納付いたします消費税及

び地方消費税がふえますことから、営業外費

用196万7,000円を増額したいと考えております。

これらによりまして、アの収益的収入及び支

出につきましては、表の太枠の補正予定額の上

から２段目、事業費Ｂでありますが、補正予定

額は事業費196万7,000円の増で、事業費の合計

は52億6,521万円となります。

また、イの資本的収入及び支出につきまして

は、表の太枠の補正予定額の上から２段目でご

ざいますが、資本的支出Ｂ、補正予定額は資本

的支出3.090万円の減で、資本的支出の合計は15

億8,704万5,000円となります。

次に、資料の４ページをごらんください。

（３）の継続費でありますが、継続費は、期

間が１年を超える事業について設定いたしてお

ります。

①の設定期間でありますが、令和元年度から

７年度までの７年間としております。

次に、②の継続費の総額及び年割額でありま

す。アの営業費用でありますが、これは改良工

事に伴う老朽化した設備の除却費用でありまし

て、計にありますとおり総額７億9,983万2,000

円、次に、イの建設改良費は新しい発電施設・

設備の建設費等でありまして、これも総額87

億1,176万8,000円の継続費の設定を行うもので

あります。

議案関係の説明は、以上であります。

○渡辺委員長 説明が終了いたしました。

議案に関する質疑はございませんでしょうか。

○日髙委員 １点だけお伺いしますが、この本

流が綾川で、ことしはアユが非常に不漁だとい

うことで何件かそういう問い合わせがありまし

て、夏場の時期に非常に川が濁っていると、そ

ういう御指摘もありました。もしかして、内水

面のほうから何か企業局にそういう話があった

ことはございませんか。

○森本工務課長 綾川の漁協からの（「国富」と

呼ぶ者あり）国富、綾です。濁りがあると、漁

協からの濁りを何とかしてくれという話はやは

りあっているところでございます。

○日髙委員 これから大型工事が行われるとい

うことですが、やはり本庄川も綾の川もアユは

内水面にとって非常に貴重な資源ですので、な

るだけ、多分その辺は十分配慮されていると思

うんですが、濁りがないように、今は大分改善

はされているんです。

綾の奥のほうの方に聞いたりすると、一部の

人は、綾川のダムの下の泥土が汚水していると、

だから濁っているんだという人もいるし、去年

からの台風災害等でダムの上のほうが相当崩れ

令和元年12月５日(木)



- 21 -

ているところがあって、また雨が降ったりする

と自然に崩れてきて、そこで濁って出てくるん

ですとか、理由が大体二分しているんです。何

かその辺はつかんでおられますか。

○森本工務課長 濁りの原因で私どもが考えて

いるのは、やはり一番は、上流地点で伐採用の

林道とかをつくって、その林道のつくり方がや

はり適当にやられているようなときは土砂がか

なり流れ出してくると。あとは山腹の崩壊など

で土砂が流れ込んで、土砂が堆積するという中

で、ある程度濁りが発生して、だんだんと治まっ

てきますので、だんだん薄まって、その上の清

水の部分を流し出していくということを、対応

としてやっているところでございます。

○日髙委員 ぜひ将来にわたって濁りのないよ

うに、十分その辺は気をつけて業務を執行して

いただけると思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

○ 原委員 補正ですけれども、このままでい

くとＦＩＴの認定を受けられないので、キロワッ

ト8.7円、これをうまく滑りこませて、ＦＩＴで20

円の金額でやろうということで知恵を絞ってい

ただいた結果ということで、やっぱり評価すべ

きはちゃんと評価しないといけないので、この

ことによって従来、そのままでいった場合と、

この知恵を絞ったことによって滑り込みでＦＩ

Ｔに乗せたことによる収入の差というか、これ

は当然推計されているでしょうけれども、どれ

ぐらい経営にプラスになったのかをお答えいた

だきたい。

○新穂電気課長 この綾第二発電所は、年間約

１億キロワットアワー発電いたします。現在、

九州電力にキロワットアワー8.7円で売電してお

ります。これが20円になるということでありま

すので、キロワットアワー単価が約11円高くな

るということになります。年間１億キロワット

アワーですので、年間で11億円の収入増になり

ます。これが20年間継続されることになってお

ります。

○ 原委員 220億円ですか。

○新穂電気課長 はい、そのとおりでございま

す。

○ 原委員 我々は民間企業で育ってきていま

すから、民間企業でよく教育のときに使われた

言葉が「知恵を出せ、知恵の出ない者は汗を出

せ、知恵も汗も出ない者は静かに去れ」といっ

て、そういう厳しい言葉をたまに言われながら

社員教育を受けたものだったんですけれども、

そういう意味では非常にいい知恵を絞られたん

じゃないかな。20年で220億円ですから。乗せる

か乗せないか大きな差で、これはやっぱり高く

評価していいと思いますので、評価しておきま

す。

○有岡委員 水力発電と太陽光発電のＦＩＴの

関係をちょっと整理させていただきたいと思う

んですが、水力発電の場合は20年ということで

ＦＩＴがスタートしていますし、太陽光は日向

市が来年度終了ということで、10年という理解

でよろしかったでしょうか。

○新穂電気課長 太陽光の場合は出力で年数が

変わってきておりまして、一般家庭の場合は10

年となっておりますが、事業用だと同じ20年に

なっております。

○有岡委員 ７ページの資料を見ながら言って

いるんですが、日向市の３万6,000円、これは期

間終了と書いてあるものですから、これが10年

なのかなと私は理解してしまったものですから。

では出力によっては20年ということで理解して

よろしいんですね。経営ビジョンの素案の資料

でもう一度確認です。
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○田原経営企画監 工業用水道の配水池、太陽

光発電ですけれども、これは10年間です。平成22

年２月に展開しておりますので、来年の２月に

は終わるということです。

○有岡委員 わかりました。

そういった意味で、水力発電に関しては、こ

の資料から見ますと祝子第二と酒谷と今回の綾

第二の３つが、ＦＩＴの事業に乗っていくとい

う理解でよろしいでしょうか。

○田原経営企画監 現在のＦＩＴで売電してい

る発電所が、今おっしゃられた酒谷発電所と、

小さいところですけれども祝子第二発電所がＦ

ＩＴで売電しております。今後、渡川発電所、

綾第二発電所がかかわる予定になっております。

○有岡委員 ありがとうございました。大体場

所が理解できました。

○渡辺委員長 ほかよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、議案に関する質疑は

ここまでといたします。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

○奥総務課長 資料の５ページをお開きくださ

い。

まず、電気事業の業務状況について御報告い

たします。

（１）の事業の概況であります。

①の供給電力量の表の太枠にございます上半

期、計の欄をごらんください。上半期は、７月

から９月にかけまして降雨に恵まれましたこと

から、供給電力量の実績（Ｂ）のところでござ

いますが、３億7,032万キロワットアワーで、上

半期目標に対します達成率は105.3％となってお

ります。

次に、②の電力料金収入の表の同じく太枠の

上半期計の欄をごらんください。電力料金収入

の実績（Ｂ）は25億2,000万円余で、上半期目標

達成率は101.0％となっております。

６ページをごらんください。

（２）の経理の状況であります。①の収益的

収入及び支出のアの収入の表の太枠の事業収益

の欄をごらんください。事業収益の収入済額

（Ｂ）は28億5,500万円余で年度予算額に対しま

す収入率は52.2％となっております。

次に、イの支出の表の太枠の事業費の欄をご

らんください。事業費の執行済額（Ｂ）のとこ

ろですが、18億3,900万円余で、年度予算額に対

する執行率は34.6％となっております。

このうち、営業費用の修繕費や委託費につき

ましては、発電機の停止を伴う修繕工事や業務

委託を渇水期の下半期に行いますこと等から執

行率が若干低くなっております。

それでは、７ページをお開きください。

②の資本的収入及び支出であります。これは、

固定資産等に係る収支をあらわすものでありま

す。

まず、アの収入の表の太枠の資本的収入の欄

をごらんください。上半期の資本的収入の収入

済額はございません。表中にございます工事負

担金、貸付金返還金等につきましては、下半期

に収入を予定しております。

次に、イの支出の表の太枠の資本的支出の欄

をごらんください。資本的支出の執行済額（Ｂ）

のところですが、２億800万円余で年度予算額に

対する執行率は10.5％となっております。

特に、表中の建設改良費の年度予算額に対す

る執行率は0.4％となっておりますが、これは主

要な改良工事を渇水期の下半期に行うためでご

ざいます。

それでは８ページをごらんください。
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工業用水道事業についてであります。

まず、（１）の事業の概況であります。

①の給水状況の表の太枠の上半期計の欄をご

らんください。

上半期は、一部ユーザーの使用水量が若干増

加しましたことから、常時使用水量の実績（Ｂ）

でございますが、985万立方メートルと目標予定

量をわずかに上回り、上半期目標達成率は100.3

％となっております。

次に、②の給水料金収入の表の太枠の上半期

計の欄をごらんください。給水料金収入の実績

（Ｂ）は１億6,300万円余で、上半期達成率

は100.1％となっております。

それでは、９ページをお願いいたします。

（２）の経理の状況であります。

①の収益的収入及び支出のアの収入の表の太

枠の事業収益の欄をごらんください。事業収益

の収入済額（Ｂ）のところですが、１億8,600万

円余で年度予算額に対する収入率は47.8％と

なっております。

次に、イの支出の表の太枠の事業費の欄をご

らんください。事業費の執行済額（Ｂ）は１億800

万円余で、年度予算額に対する執行率は29.2％

となっております。このうち、表中の営業費用

の修繕費や委託費の執行率が低くなっておりま

すが、これは上半期は台風等の影響で濁水処理

が多くなりますことから、修繕工事や業務委託

の一部を下半期に行うこと等により、執行率が

低くなっているものであります。

それでは、10ページをごらんください。

②の資本的収入及び支出であります。

アの収入でありますが、資本的収入の予定は

ございません。

次に、イの支出の表の太枠の資本的支出の欄

をごらんください。資本的支出の執行済額（Ｂ）

は１億6,700万円余で執行率は26.2％となってお

ります。このうち、建設改良費の執行率は低く

なっておりますが、これは主に水の濁りを取り

除く高速凝集沈澱池設備の更新工事分で、今年

度は上半期に１基が完成し、下半期にもう１基

の計２基の完成を予定しております。

それでは、11ページをお開きください。

地域振興事業についてであります。

まず、（１）の事業の概況であります。

①のゴルフコース利用状況の表の太枠の上半

期計の欄をごらんください。上半期は、天候に

恵まれなかったことなどから、利用者数の実績

（Ｂ）は、平日、休日の合計で１万1,544人、上

半期目標達成率は78％となっております。

次に、②の施設利用料収入の表の太枠の実績

（Ｂ）をごらんください。指定管理者からの納

付金の上半期分880万円余を受け入れておりま

す。

12ページをお願いいたします。

（２）の経理の状況であります。

①の収益的収入及び支出のアの収入の表の太

枠の事業収益の欄をごらんください。事業収益

の収入済額（Ｂ）は1,055万円余で、年度予算額

に対する収入率は47.4％となっております。

次に、イの支出の表の太枠の事業費の欄をご

らんください。事業費の執行済額（Ｂ）は1,076

万円余で、年度予算額に対する執行率は48.6％

となっております。このうち、営業費用のその

他の執行率が低くなっておりますが、これは主

に修繕費で、下半期にカート置き場補修工事等

を行う予定としております。

それでは、13ページをお願いいたします。

②の資本的収入及び支出であります。

アの収入でありますが、資本的収入の収入済

額はございません。
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イの支出につきましても資本的支出の執行済

額はございません。

なお、建設改良費につきましては、下半期に

ゴルフコースの排水改良工事等を行い、コース

コンディションを改善することといたしており

ます。

なお、参考といたしまして、14ページ以降に

事業ごとの上半期時点での損益計算書と貸借対

照表を添付させていただいております。

それでは、続きまして資料の20ページをお開

きください。

緑のダム造成事業植樹祭について御報告いた

します。

１の趣旨でありますが、企業局では水力発電

を行っているダム上流部の未植栽地を取得し、

水源涵養機能の高い森林として整備することに

より、安定的な電力供給に資するとともに、山

林の崩壊防止や濁水軽減等に貢献する「緑のダ

ム造成事業」を実施しております。

この事業の一環といたしまして、山林の果た

す役割や局事業への理解を深めていただくこと

を目的に、植樹祭を毎年開催しております。

２の開催日等でありますが、今年度は11月10

日に、小林市野尻町東麓で開催いたしました。

３の参加者でありますが、昨年度までは開催

地の地元小中学生を招待しておりましたが、今

年度は事業のより一層の周知を図るため、参加

者を県内公募いたしました。この結果、公募に

よる県内参加者100名を含め、約160名の方々に

御参加をいただきました。

４の内容でありますが、当日は、参加者全員

でヤマザクラやクヌギなどの植樹を行った後、

丸太切り体験等の自然に親しむ体験イベント、

午後からは岩瀬ダム、岩瀬川発電所の見学等を

行ったところであります。

参加者の皆様からは親子で植樹や発電所見学

などにつきまして、「勉強になった」、「普段で

きない体験ができた」などの感想をいただきま

して、山林の果たす役割や局事業への理解が深

まったものと考えております。

私からの説明は、以上であります。

○田原経営企画監 宮崎県企業局経営ビジョン

の素案について御説明いたします。

委員会資料の21ページをごらんください。

１の策定の趣旨であります。企業局では、経

営の基本方針として宮崎県企業局経営ビジョン

を策定しまして、計画的、効率的に事業を進め

ております。現行の経営ビジョンが今年度末で

策定から５年を経過しますことから、次期計画

を新たに策定するものであります。

２の計画期間につきましては、令和２年度か

ら11年度までの10年間としております。

３の経過及び今後のスケジュールであります

が、ことし６月の常任委員会で策定する旨、御

報告差し上げたところですが、本日、素案の御

報告を経て12月から１月までの１カ月間、パブ

リックコメントを予定しております。その結果

を踏まえ、適宜修正等を行った後、３月の常任

委員会において成案を御報告した後、決定する

こととしております。

お手元に、別冊で経営ビジョンの素案を配付

しておりますが、内容につきましては概要版に

より御説明いたします。

22ページをお開きください。

経営ビジョン素案の概要であります。

まず、最上段の策定の背景でありますが、時

代の潮流として、低炭素・循環型社会への転換

が求められていることや、ＡＩやＩｏＴなどを

中心とする第４次産業革命の進展、長時間労働

の是正など働き方改革の推進などを挙げており
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ます。

右隣の経営環境の変化につきましては、高齢

化の進展に伴い、労働力人口の減少等が進行す

ることや、企業局施設の老朽化が進行している

こと、大規模災害に備えた危機管理対策の強化

が重要になっていることなどを挙げております。

最上段の一番右側の経営ビジョンの位置づけ

でございますが、新しい経営ビジョンは平成27

年３月に策定した現行の経営ビジョンを継承す

るものであること、県の総合計画未来みやざき

創造プランを側面から支援するものであること

などとしております。

次に、経営理念と目指す姿についてですが、

中段の楕円で囲んだ部分をごらんください。

経営理念は青い楕円で囲んだ４項目を掲げて

おります。１つ目が左上の「経営環境の変化に

適切に対応した健全経営の維持」、２つ目が右上

の「積極的な地域貢献による県政発展や県民の

豊かな暮らしづくりへの寄与」、３つ目が左下の

「優れた人材や技術力による効率的な事業運営」、

４つ目が右下の「情報発信による県民の理解の

促進と信頼の構築」としております。

これらの経営理念のもと、企業局の目指す姿

を「本県の豊かな水資源と河川環境を活用し、

地域社会の持続的な発展と県民福祉の増進に貢

献する公営企業」というふうにしております。

この目指す姿の実現に向け、事業ごとに課題

の抽出を行い、事業経営の基本的な考え方とな

る経営の基本方針と戦略を整理しております。

概要図の下段左側の電気事業では、課題とし

て、今後連続する大規模改良工事によって将来

の収支が厳しくなるなど経営に大きく影響があ

ること、施設の老朽化により電力供給に支障が

生じる懸念があることなどが挙げられます。

これらを踏まえ経営の基本方針を「老朽化し

た発電所の計画的な更新と電力の安定供給を通

じて持続可能な社会構築や経済の振興、県民の

福祉増進に貢献する」とし、下の５つの戦略に

より事業を推進していくこととしております。

戦略１が、電力システム改革等に対応した経

営基盤の強化を図るもので、大規模改良工事の

中で発電電力量の増加や固定価格買取制度の適

用による収益の確保等を検討してまいります。

戦略２は、老朽化した発電所等の計画的な更

新により、信頼性や安全性の向上を図るもので、

将来10年間の工事計画を策定しまして、長期的

な視点で改修工事を実施してまいります。

戦略３ですが、大規模災害等におけるリスク

対策の充実強化を図るもので、公衆災害リスク

の高い施設の把握や対策などを検討してまいり

ます。

戦略４は、技術力の向上など適切な人材育成

や組織体制を確立するものであります。

戦略５は、積極的な地域貢献や情報発信を推

進していくものであります。

次に、中央の欄の工業用水道事業では、課題

としまして設備の更新等により収支が悪化する

ことや施設の老朽化により工業用水の給水に支

障が生じる懸念があることなどが挙げられます。

これらを踏まえまして、経営の基本方針を工

業用水の低廉な料金を維持しつつ、施設の健全

性を保ちながら、県北地域の産業振興を支援す

るとし、５つの戦略を掲げております。

戦略１は、効率的な設備投資と財源確保によ

り、経営基盤の強化を図るもので、関連部局と

連携した給水量の拡大やコストダウンの推進等

に努めるものです。

戦略２は、設備の計画的な更新等により健全

性を保持していくもので、アセットマネジメン

トの実施等により的確に工事を実施していくも
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のであります。

戦略３は、大規模災害等におけるリスク対策

を充実強化するもので、施設の耐震対策の確認

や改善などを行うものです。

戦略４は、適切な人材育成や組織体制を確立

するものであります。

戦略５は、ユーザー企業等と情報共有を図る

など緊密に連携を図るものであります。

最後に、右側の欄の地域振興事業でございま

すが、課題としまして指定管理者と連携した利

用者の増加対策や良好なコースコンディション

の維持などが挙げられます。

これらを踏まえまして、経営の基本方針を河

川敷ゴルフ場の特性を生かし、県民誰もが快適

にプレイしやすい環境を提供することにより、

県民の健康づくりや生きがいづくりと地域の振

興に寄与するとし、戦略を３つ掲げております。

戦略１は、指定管理者と連携して経営基盤を

強化するもので、多彩なコンペ等によるリピー

ターの確保や初心者の誘客等を行います。

戦略の２ですが、フラットな河川敷コースの

特色を生かした施設の提供を行うもので、高齢

者や初心者など幅広い層が気軽に利用できる環

境を整備します。

戦略の３ですが、地域貢献の推進と良好な河

川環境の保全に努めるものです。

経営ビジョンの素案の概要につきましては、

以上のとおりでございます。

今後は、先ほど御説明いたしましたとおり、

パブリックコメントを実施した後、３月の常任

委員会におきまして、今後の経営の見通し等も

含め、成案を改めて御説明させていただきたい

と考えております。

私からの説明は、以上であります。

○渡辺委員長 説明いただいたところですが、

午前中の時間が厳しくなっておりますので、御

説明を受けたところまでとして、午後１時再開

で、質疑は後に回したいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのようにいたしま

す。午後１時再開とし、暫時休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後０時59分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

質疑からということになっておりますが、少

しお時間をいただきまして、本日の委員会に３

名の傍聴の申し出がありましたので、これを認

めることといたします。

傍聴される方にお願いいたします。

傍聴人は受付の際にお渡ししました、傍聴人

の守るべき事項にありますとおり、声を出した

り、拍手をしたりすることはできません。

当委員会の審査を円滑に進めるため、静かに

傍聴してください。

また、傍聴に関する指示には速やかに従って

いただくようにお願いいたします。

それでは、企業局につきまして、先ほどのそ

の他報告事項に関する質疑から再開いたします。

質疑がございましたらお願いいたします。

○井本委員 ビジョンですが、素案の概要の地

域振興事業のところ、課題にこんなものが提起

してあるからこんな基本方針になるんだろうけ

れども、課題としてあそこはどうなるの。この

数年間、採算割れしている状態ではないのか。

これを存亡させるかどうかという課題も、この

中に入れておかないといけなかったのではない

の。

○田原経営企画監 御指摘のとおり、確かに、
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昨年、そしてことしも状況としては余りよくな

いんですが、ビジョンとしてはあくまで事業の

継続を前提につくっております。今後、利用に

応じて最適な形、形態をとるとか、そういう事

業の見直しについても検討することとしており

ます。

○井本委員 具体的にこの二、三年の収支はど

うでしたか。

○田原経営企画監 地域振興事業は、平成29年

度は若干の利益が出ております。30年度は700万

円程度の赤字、今年度も先ほど総務課長から説

明がありましたように、目標の８割を若干切っ

ているところでございます。

○井本委員 これを企業局がやっているわけだ

から、企業局というのは絶対プラスにならない

事業をやってはいけないと基本的になっている。

法律で。わかっていますよね。これは地域に貢

献するための事業ではない、極端なことを言う

と赤字でもやっていい事業ではないのよ。やは

り必ずプラスにならなければいけないのは、あ

なたたちの使命だから。毎年赤字がついてるの

にやるということは、私はちょっと。だからこ

の辺は別の部局に任せて、ゴルフをお年寄りの

人たちにやってもらう、そして健康を増進する、

これはいいことです。いいことだけれども、そ

れはあなたたちの部局が持たないといけない使

命ではないのではないかと思う。もし本当にそ

れを実現するなら別の部局でやるべきじゃない

のかなと私は思うのだけれども、どうなんだろ

うか。

○田原経営企画監 まず、経営の状況が芳しく

ないということでございますが、私どもとしま

しても、このままじり貧のまま終わらせるとい

うことは考えておりません。指定管理者と連携

しながら新たな誘客対策は進めております。具

体的に言いますと、お試しチケットというのを

今配布しておりまして、一ツ瀬のゴルフ場を１

年以上利用していない人とか初心者の方、そう

いった方を対象に、ハーフの料金でワンラウン

ド周れるということでチケットを配っておりま

す。 ７月以降、4,300枚ほど配っているんです

が、11月末までにチケットの利用者が大体540人

おります。食いつき率は13％ぐらいで、非常に

高い数字だと思っています。

そういったことで、指定管理者と私どもとし

ては、このままじり貧で終わらせるんじゃなく

て、できるだけ頑張って、それでもどうしても

だめだということであれば、その時点で考えて

いきたい、そのように考えているところです。

それから、企業局でなくてほかの部局に任せ

たらという話ですけれども、一応、ビジョンの

ほうで触れておりますけれども、福祉部局と連

携する形で、何とか高齢者の取り込みといった

ものを進めていきたいと考えております。

○井本委員 だから、問題としてわかっておい

てもらえばいいんだけれども、課題の分がはっ

きり出ていないものだから、やっぱり課題は課

題で、存亡の危機にあると言ったらあれだけれ

ども、もう少しそういう状況をにじませた課題

を書いておかないと。指定管理者と連携した利

用者増の取り込み、おそらくこのことを言って

いるんだろうけれども、これでははっきり出て

いないんじゃないの。その辺をはっきり認識し

て、次のことを考えていますと言われたら、私

もああそうですかと言うわけだから、認識して

おいてもらえればいいです。

○濵砂委員 緑のダム造成事業について、最初

に始めたのはいつだったんですか。

○奥総務課長 平成18年度でございます。

○濵砂委員 何カ所ぐらいやっていますか。
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○奥総務課長 箇所数というよりは面積で申し

上げますと……。

○濵砂委員 いや、箇所数も。ダムの上流でやっ

ているんでしょう。

○渡辺委員長 植林の回数という感じで。

○濵砂委員 これ、始めたときはわかっている

んだけれども、崩壊しそうな山とかを後から聞

くから。

○奥総務課長 済みません。箇所数で申し上げ

ますと35カ所ございます。

○濵砂委員 面積は。

○奥総務課長 面積で申し上げますと、現時点

で492.8ヘクタールです。

○濵砂委員 植栽にどれぐらいかけていますか。

○奥総務課長 30年度の実績で申し上げますと

……。

○濵砂委員 トータルで。

○奥総務課長 トータルで補助金を含めまして

８億1,000万円ほどです。補助金を除いた実質の

負担は５億3,000万円です。

○濵砂委員 ８億円、どんなですか。費用対効

果で見たときに自然を維持する、水源涵養を含

めて、これを計量化するのは難しいでしょうけ

れども、どうでしょうか。この目的で見たとき

に８億円かけて492、約500ヘクタールに植えて

いる木はわかるんですが、ヤマザクラ、クヌギ、

センダン、モミジで広葉樹ですよね。これはい

わゆる建築材料ではない。治山の意味では非常

に涵養力もあるのだけれども、この８億円とい

う数字が実際に、費用対効果としてどういうも

のかなと思うんです。

○奥総務課長 流域の全体の面積が11万2,000ヘ

クタールぐらいございまして、我々が今取得し

た面積が492ヘクタールで、全体の面積からする

と0.5％ですので、水源の涵養といった本当の効

果はなかなかはかれないし、面積的には微々た

るものではありますが、ただ未植栽地を減らし

て木々がふえていく、ほかの人が植えないとこ

ろを我々が植えていくこと自体は大変意味があ

ると思っております。この事業を通じまして森

林組合等に事業を委託して経済効果もある程度

見込めますし、ある程度の効果は上がっている

と考えております。

○濵砂委員 九電が同じようなことをやってい

るんですが、何の効果も出ていないんです。御

承知かもしれませんが、自然木は非常に強いん

ですけれども、植林したものは、そんなに山の

力は強くないんです。切った後に自然に生えて

くる、自然で育つ緑葉樹は非常に強いんですけ

れども。これは効果として、企業局のイメージ

として自然にもちゃんと貢献していますという

部分についてはいいかもしれないですが、これ

を続けていくのが今後どうなのかなという気が

するんです。ちょっと時間はかかりますけれど

も、本来の山をつくったほうがいいのか、山の

手入れをしながら、本来の山を手がけていく。

植林というのはやっぱり山というか木を育てて

いくのが目的だから、この辺の考え方として、

今後はやっぱりもう一度考えてみる必要がある

んじゃないかな。人手もだんだん少なくなって

森林組合が受け手となることも、なかなかもう

できない時代です。なかなか難しい。今は自分

の山を再造林するのさえ難しい。だから、もう

少し違った意味の山の育て方を考えてみるとい

いのかなと思ったものですから御検討ください。

何かあれば。

○奥総務課長 委員がおっしゃるとおり、今は

取得もなかなか難しくなってきております。こ

こ二、三年は適地もなくなってきておりますの

で、新しく大きなところをなかなか取得できな
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い状況にはあります。ただ今まで取得してきた

ところはかなりの面積がございまして、いろい

ろ災害等もございますけれども、そこはしっか

り管理していきたいと考えております。

○有岡委員 企業局の経営ビジョンの関係でお

尋ねいたしますが、令和２年から令和11年の10

年間の計画ということで、ＦＩＴが適用される

ことによって、かなりまた環境が変わってくる

のは確かですけれども、このビジョンの中の経

営環境の変化ということで最も危惧しているの

が、大規模災害に備えた危機管理対策、この部

分が一つのテーマだと思っております。例えば、

南海トラフ地震、集中豪雨のときのダムの放流

の安全性とかアクセス道路の関係、いろいろ課

題はあると思うんです。そういった意味でリス

クアセスメントといったものをどういうふうに

今後提示されるのか。その辺のタイムスケジュ

ール的なことも含めて、内容についてお尋ねし

たいと思うんですが、いかがでしょうか。

○森本工務課長 大規模災害等におけるリスク

対策につきましては、まずは公衆災害リスクの

高い施設の把握や対策などの検討ということで

ありまして、今現在、ちょうど委託で出してお

り、本年度、公衆災害リスク検討業務を始めて

いるところでございます。これは水力発電施設

の損壊に伴う公衆災害発生のリスクを調査、整

理するということと、その整理結果に応じて対

策など優先順位をつけてどこからやろうかとい

うことを今後また検討していくということで、

今進めているところです。

○有岡委員 こういった計画をつくるにしても、

いずれにしてもＦＩＴの適用が大きなテーマで

すので、また、ぜひよろしくお願いします。

○ 原委員 経営ビジョンで先ほどゴルフ場の

話が出ましたけれども、今災害の話も出ました

が、日向灘は津波がかなりの確率で発生すると

言われています。津波が発生した場合は、当然

このゴルフ場は津波が遡上することによって、

かぶることは間違いないですよね。そうしたと

きに補修のしようのない壊滅的な状況が生まれ

ることも考えられる。

百年に１回の大雨等とありますけれども、物

すごい濁流にやられてしまうということも考え

られるわけですが、今これを見ると借入金が７

億4,000万円、それも同じ企業局内の会計から借

りていらっしゃる。内部留保は２億2,000万円、

ところが借入金償還積立金の残高は元年度には

なくなりますと、令和６年度にはこれをずっと

続けたとしてサービスセンターの改修で2,000万

円の赤字が見込まれますとなっていますけれど

も、もしそういう二度と使えないような状況と

か、手を入れても再開できないような状況になっ

たときの精算は、例えば、この施設は固定資産

を持たないわけですよね。このあたりはどうい

うことを想定されているわけですか。

○田原経営企画監 そういう壊滅的な被害とい

うことになれば、当然ゴルフ場は利用者が少な

ければ、そのまま閉鎖とか、そういう形になる

かと思うんですけれども、一応、地域振興事業

に電気事業から資金を貸し出しております。そ

の分については、もう返される見込みがなくなっ

たということで処理しないと仕方がないかなと

いうふうに考えております。

○ 原委員 電気事業としては、当然欠損が発

生するわけですよね。

○田原経営企画監 そのような形になるかと思

います。

○ 原委員 ここの収支見込みについて、いろ

いろ努力されているのはわかっているんですが、

先ほどお試し券とか説明がありましたけれども、
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これがプラスに転じていく可能性というか、と

ても努力しないとできないことでしょうが、そ

のあたりの見通しというか自信というか、その

あたりはどうですか。

○田原経営企画監 県内のほかのゴルフ場を見

ましても、誘客の対策をしっかりやっていると

ころはふえてきているところがございます。し

たがって、何もしなければこのままじり貧だと

思うんですが、しっかりと誘客対策をやってい

けば、少なくとも現状維持とかふえる、そういっ

た可能性もあるかと思います。

○ 原委員 いずれにしても、もうちょっとＰ

Ｒというか誘客というか、そこに力を。企業局

のみならず行政の力をかりて県の広報に載せる

とか、大々的に徹底してやらないと、ちょっと

存亡の危機というか、何かそういう議論をしな

いといけないようなところに来ているのかなと

いう気もするので、ぜひ集客、誘客に力を注ぐ

べきかなということを申し添えておきたいと思

います。

地域振興のために大いに役立っていることは

間違いない。

○渡辺委員長 ほかよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、その他報告事項につ

いては以上といたします。

その他で何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって企業局

を終了いたします。

執行部の皆さんお疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時17分休憩

午後１時22分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

審議に入ります前に、本日の委員会に追加で

１名の傍聴の申し出がございまして、都合４名

の傍聴の申し出があっております。これを認め

ることといたします。

傍聴される方にお願いをいたします。

傍聴人は、受付の際にお渡しをした傍聴人の

守るべき事項にありますとおり、声を出したり

拍手をしたりすることはできません。当委員会

の審査を円滑に進めるため、静かに傍聴をお願

いいたします。

また、傍聴に関する指示には速やかに従って

いただきますようお願いいたします。

それでは、今回、当委員会に付託されました

議案等について、教育長の説明を求めます。

○日隈教育長 教育委員会でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

まず、説明に入る前に、御報告と、改めてお

わびを申し上げたいと思います。

10月31日の常任委員会でおわび申し上げまし

た、都城市石山小学校教頭の無免許運転に伴い

ます道路交通法違反での現行犯逮捕を受けまし

て、運転免許証保有の緊急点検調査を実施した

ところ、不適正な事案が２件ございましたので、

御報告いたします。

１件は、県西地区の中学校の臨時的任用講師

が、長年にわたって運転免許を取得していなかっ

たというものであります。

もう一件は、県央地区の中学校の同じく臨時

的任用講師が、運転免許を失効していたという

ものであります。

現在、両事案について詳細な調査を行ってい

るところでありまして、今後、石山小学校の事

案を含め、事実関係が明らかになり次第、厳正

に対処したいと考えております。
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教職員によるたび重なる事案の発生によりま

して、県議会を初め、県民の皆様方の信頼を裏

切ることになりましたことを改めておわび申し

上げます。

それでは、議案等について、座って説明させ

ていただきます。

本日の文教警察企業常任委員会資料の表紙を

おめくりください。

目次をごらんいただきたいと思います。

今回御審議いただきます議案は、議案第１号

「令和元年度宮崎県一般会計補正予算（第４

号）」、議案第10号「市町村立学校職員の給与等

に関する条例の一部を改正する条例」そして議

案第26号「公の施設の指定管理者の指定につい

て」、以上３件でございます。

次に、その他の報告事項といたしまして、県

立高校生の就職内定状況について、２つ目に、

新美術公募展─仮称でございますが─につ

いて、そして３つ目が、第81回国民スポーツ大

会に向けた競技力向上対策の経費についての３

件を御報告させていただきます。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、この後、引き続き担当課長から御

説明いたします。御審議のほど、どうぞよろし

くお願いいたします。

○渡辺委員長 次に、議案に関する説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○黒木教職員課長 お手元の常任委員会資料の

１ページをお開きください。

市町村立学校職員の給与等に関する条例の一

部を改正する条例につきまして御説明いたしま

す。

１の改正の理由ですが、令和元年の人事委員

会勧告を踏まえ、教育委員会が所管します市町

村立学校職員の給与等に関する条例について、

所要の改正を行うものであります。

２の改正の内容ですが、市町村立学校職員の

うち、教育職の給料表を人事委員会勧告どおり

に改定いたします。

３の施行期日等についてでありますが、公布

の日から施行し、平成31年４月１日にさかのぼっ

て適用することとしております。

最後に、資料はございませんが、行政職の給

料表及び県立学校職員の給料表につきましては、

知事部局所管の職員の給与に関する条例及び一

般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部

を改正する条例におきまして、所要の改正が行

われる予定となっております。

説明は以上でございます。

○萩尾スポーツ振興課長 続きまして、お手元

の令和元年11月定例県議会提出議案冊子の７ペ

ージをお開きください。

一番下のスポーツ振興課をごらんください。

議案第１号「令和元年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）」の債務負担行為の補正について

であります。

これは、宮崎県体育館、宮崎県ライフル射撃

競技場、宮崎県総合運動公園有料公園施設の指

定管理者の指定に伴い発生いたします令和２年

度以降の県の負担額につきまして、債務負担行

為を設定するものでございます。

期間は、指定管理者を指定する令和元年度か

ら最終年度となる令和６年度までであり、限度

額は指定管理料相当額であります。

次に、同じ冊子の125ページをお開きください。

議案第26号、公の施設の指定管理者の指定に

ついてであります。

これは、宮崎県体育館、宮崎県ライフル射撃
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競技場、宮崎県総合運動公園有料公園施設につ

きまして、令和２年度以降の運営を行います指

定管理者の指定に当たり、議決を求めるもので

ございます。

詳細につきましては、別冊の常任委員会資料

で説明させていただきます。

常任委員会資料の２ページをお開きください。

まず、１、施設の概要でございますが、（１）

現在指定管理をしている施設は、宮崎県体育館、

宮崎県ライフル射撃競技場、宮崎県総合運動公

園有料公園施設になります。

（２）現在の指定管理者は宮崎県体育・スポ

ーツ振興グループで、（３）現在の指定期間は、

平成27年４月１日から令和２年３月31日までの

５年間であります。

次に、２の次期指定管理候補者でございます

が、現在の指定管理者であります宮崎県体育・

スポーツ振興グループが指定管理候補者として

選定をされました。

なお、当グループは、公益財団法人宮崎県ス

ポーツ施設協会と公益財団法人宮崎県体育協会

で構成をされております。

３の指定期間ですが、令和２年４月１日から

令和７年３月31日までの５年間を予定しており

ます。

次に、４の選定概要について説明いたします。

（１）応募の状況でございますが、①募集期

間として、令和元年７月１日から９月２日まで

の約２カ月間にわたり公募を行い、宮崎県体育

・スポーツ振興グループ１団体から応募があり

ました。

次のページをごらんください。

（２）指定管理候補者の審査方法につきまし

て、②にありますように、有識者等の５名の委

員で構成される指定管理候補者選定委員会を設

置し、選定に向けた募集要領や選定の方法につ

いて協議を行うとともに、選定に係る審査を行

いました。

また、③にありますように、教育長を議長と

した指定管理候補者選定会議において、選定委

員会の審査結果と施設所管課であるスポーツ振

興課との審査結果を照らし合わせ、指定管理候

補者案を決定しました。さらに、10月18日に開

催された定例教育委員会において、最終的な指

定管理候補者を選定したところであります。

選定の基準等として、④にありますとおり、

表の左の選定基準欄①住民の平等な利用の確保

や、②公の施設の効用を最大限に発揮する事業

計画などの視点から審査を行ったところであり

ます。

次のページをごらんください。

（３）審査及び選定理由でありますが、①に

ありますように、選定委員会における審査結果

は、５人の委員の合計点が439.5点となり、最低

基準点である委員合計500点中の６割、300点を

満たしております。

また、②にありますように、選定会議におけ

る審査結果は86点となり、最低基準点である100

点満点中の６割、60点を満たしております。

次に、③選定理由としましては、ア、選定委

員会、選定会議の結果、最低基準点を満たして

いること、イ、県の管理基準を十分理解し、住

民の平等な利用が確保できること、ウ、施設の

管理運営を着実に実施する能力を有しているこ

となどが挙げられます。

５ページをごらんください。

５の提案内容についてでございますが、（１）

の指定管理料の表、上から２段目、提案額の欄

にありますとおり、指定管理候補者の提案額は、

５年間で14億9,333万円となっております。
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（２）は、候補者が立てた収支計画でありま

す。

また、（３）県民サービスの向上等につきまし

ては、①施設予約状況のホームページの提供、

また、④施設営業日の拡大など、利用者に対す

る利便性の向上について、さまざまな取り組み

が提案されているところでございます。

説明は以上であります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。

○渡辺委員長 議案に関する説明が終了いたし

ました。

質疑はございませんでしょうか。

○有岡委員 スポーツ振興課にお尋ねいたしま

すが、４ページの審査及び選定理由で、439.5点

ですから60点ほど不足するんですが、その60点

の中え、どういうものがまだ不十分だろうとい

う声があったのか、そういう内容がもし分析し

てあれば知りたいと思っています。例えば障が

い者の就労支援の対応ができていないとか、そ

ういう具体的な内容で課題が見つかれば、今後

の対応策、取り組みとして生かされるんじゃな

いかと思いましたのでお尋ねいたします。

○萩尾スポーツ振興課長 それぞれ選定委員会

等を開きましたが、おおむね委員の方は、過去

の実績に基づいて丁寧に事業計画が立てられて

いるとか、全体的にしっかりした方針のもとに

運営することとしているとか、維持管理の技能

は十分に有しているといった意見の一方で、や

はり芝の管理や維持管理の特別なスキル、プロ

スポーツにも対応しておりますので、職員が定

年退職を迎えて急に退職されるとかという御意

見がありました。それにつきましては、入って

きた方、いろんな方に研修でスキルをしっかり

伝える、あるいは作業マニュアル等を完備して

薬の配合の細かいところまで研修をやっている

ような、そういうことで対応しているというこ

とがありました。

また、トレーニング室等があるのがちょっと

見えづらいとか、こういういいところがあると

ころがわからないということがあって、もう少

し広報を工夫したほうがいいんじゃないか、そ

ういう御意見がございました。

○有岡委員 重ねて御質問いたしますが、指定

管理者の場合、簡易な補修は指定管理者でやっ

ていただくということで、基準があったと思う

んですが、その基準額がわかれば教えていただ

きたいと思います。

○萩尾スポーツ振興課長 50万円でございます。

○有岡委員 ありがとうございます。

○日髙委員 一点だけお伺いします。

５ページの一番下の県民サービスの向上等と

いうことで、④番、施設営業日の拡大というこ

とで、年末年始と出ていますが、この拡大の状

況は、日にちと時間的にはどうなるんですか。

○萩尾スポーツ振興課長 ちょっとお待ちくだ

さい。

○渡辺委員長 数字が出そうですか。もし時間

かかるようなら、後ほどでも。

○萩尾スポーツ振興課長 それでは、後ほど。

○渡辺委員長 では、後ほどということで、も

し質疑が先にあれば。ないですか。

○日髙委員 もう一点、人件費の関係です。

令和２年度までは、運営の（２）で、人件費

１億5,000万円という数字が出ていますが、これ

は、開放することによって、拡大することによっ

てどれくらい人件費がふえたのか。令和元年は

まだでしょうから、平成30年と比較ができるの

かどうか。増額の部分です。

○萩尾スポーツ振興課長 人件費の件ですが、

平成30年度は１億5,132万1,000円でございます。

令和元年12月５日(木)



- 34 -

（「そんなに変わらない」と呼ぶ者あり）今のは、

平成30年度の人件費でございます。

○日髙委員 そんなに変わりはないということ

ですね。わかりました。

○渡辺委員長 では、先ほど質疑は後ほどわか

り次第ということで、ほかにありますか。

○ 原委員 確認のために、この指定管理者の

指定についてですが、ア、イ、ウの施設名、総

合運動公園有料公園施設は木花の運動公園全体

を指すのか、ちょっとそこを具体的に教えてく

ださい。

○萩尾スポーツ振興課長 これは、木花の総合

運動公園の中にあります有料公園の施設という

ことになります。例えば、武道館でありますと

か、サンマリンスタジアムでありますとか、自

転車競技場でありますとか、そういうものが全

部入るということであります。

○ 原委員 一応確認ですが、指定期間が令和

２年から令和７年、国体が令和８年ですね。と

いうことは、前年度にプレ大会があると聞いて

いますが、プレ大会までは確実にこの指定管理

者がやるとして、もしほかのところにかわると

すれば、国体のときには別なところにかわる可

能性があるということですね。またぐことにな

りますね。確認だけです。

○萩尾スポーツ振興課長 指定期間はそこに書

いてございますとおり、令和２年度から令和７

年の３月31日までですので、令和６年度という

ことになります。国民スポーツ大会は令和８年

度に開催されますので、その前に指定が終わり

ます。またそのときに選定することになると思

います。

○ 原委員 ということは、１年前のプレの大

会みたいなものと本当の２巡目の国体は、同じ

指定管理者で行われると理解していいですね。

○萩尾スポーツ振興課長 そうでございます。

○ 原委員 わかりました。

○井本委員 指定管理者で、やはり競争入札が

行われないというのは、こんなもんでいいのか

という気がするんだけれどね。これは、前回も

そうですか。

○萩尾スポーツ振興課長 第４期につきまして

は、実応募は１団体でございました。ただ、現

地説明会をやっているんですけれども、その現

地説明会には７団体来ております。

今回は、実応募は１団体でございましたが、

現地説明会のほうは２団体来ている状況でござ

います。

○井本委員 応募する者が一つしかないのなら

ば、しようがないのかもしれないけれど、競争

がないというのは余りいいことじゃないよね。

これを見ると、宮崎県体育・スポーツ振興グ

ループと書いてありますよね。これは、宮崎県

のいろんな施設協会や何やらかんやら入ってい

る団体なんでしょう。こういう組織を─組織

といえば組織なんだろうけれど、こんなふうに

持ってこられたら、ほかのところはもう入りよ

うがないということになりかねないのではない

かね。これはどうなんだろう。これをよしとし

ないといけないもんかね。

○萩尾スポーツ振興課長 募集の工夫について

は、いろんな広報番組─テレビとかあるいは

ラジオでありますとか、当然ホームページ、そ

れから商工会議所等の会報等にも掲載を依頼し

て、十分な周知を図ったところであります。

○井本委員 いやいや、そんなことを言ってい

るのではなくて、組織をこんなふうに、例えば

スポーツ団体に関する人たちは全部入りましょ

う、それで引き受けよう、受け持ちますとした

ら、ほかに挑戦する人は出てこないのではない
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かと私は言っているわけよ。やはりある程度組

織を限定すべきじゃないのかと言っているんだ

よね。どうなんだろうか。スポーツ振興グルー

プというのは、恐らく宮崎県の体育に関する、

スポーツ関係の人たちは全部ほとんど入ってる

んでしょう。具体的には、どのくらい入ってい

るの。

○渡辺委員長 先ほど御説明にあった２団体の

みで構成という理解でいいのか、ほかにもある

のかも含めて。

○萩尾スポーツ振興課長 これは２団体ですか

ら、県のスポーツ施設協会と県体育協会のみが

入っているということでございます。

○井本委員 挑戦する、応募する人がいないと

いうのならしようがないけれど。

それから、その６割というのは、どういう基

準でつくられたんですか。

○萩尾スポーツ振興課長 これは、県の行政改

革推進室が県全体の指定管理の基準を出してお

りますので、その基準点にのっとってやってい

るということでございます。

○井本委員 ６割でいいという根拠はどこにあ

るかと聞いているんですよ。７割、８割ではな

かったのかと言っているのよ。

○萩尾スポーツ振興課長 ６割という線で、い

ろんな施設のいろんな利用者視点に立ったサー

ビスの提供でありますとか管理運営とか、そう

いうところを６割ということでしておりますの

で、その方針等にのっとった形での６割という

ことと認識しています。

○井本委員 わかりました。

○ 原委員 この前の議会で、地震・津波対策

用のマウンドをつくる場所でいろいろもめたわ

けですけれど、このマウンドができ上がったと

きには、避難用の─津波対策用のマウンドの

管理も、当然、この指定管理の中に入ると理解

していいですか。

○萩尾スポーツ振興課長 木花の運動公園は、

有料公園施設以外の公園部分とか道路の部分は、

※一般財団法人宮崎県公園協会が指定管理者に

なっていますので、津波避難用の盛り土高台の

部分は、そちらが今後管理していくことになろ

うかと考えております。

○ 原委員 ちなみに、公園協会の指定管理者

の期限はいつまでですか。

○萩尾スポーツ振興課長 ちょっとお待ちくだ

さい。（発言する者あり）

○ 原委員 県土のほうですね。わかりました。

ここでは聞けないようですから、別途調べます。

○萩尾スポーツ振興課長 先ほどの件ですけれ

ども、営業日等ですが、条例等で毎週火曜日が

お休みということですが、第３火曜日のみが休

業日でございます。

それから、お正月期間、12月28日から１月４

日が条例でお休みなんですが、12月31日と１月

１日がお休みで、あとは開放しますということ

で、利用者のサービスの向上に努めているとい

う状況でございます。

○渡辺委員長 日髙委員、よろしいですか。

○日髙委員 はい、わかりました。

○渡辺委員長 議案に関しては、よろしいでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、議案に関する質疑は

以上といたします。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

○児玉高校教育課長 常任委員会資料の６ペー

ジをお開きください。

※46ページに訂正発言あり
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令和元年10月末現在の県立高校生の就職内定

状況につきまして御説明いたします。

１の就職内定状況をごらんください。

令和元年度の卒業予定者は、男女合計で7,081

名であります。

次に、就職希望者数につきましては、県内が

男女合計で1,271名、県外が875名、合計2,146名

であります。このうち、10月末までに就職が内

定した生徒は、県内が男女合計で996名、県外

が692名、合計1,688名であります。

内定率で見ますと、県内が78.4％、県外が79.1

％、全体では78.7％となっております。

９月16日に解禁されました採用選考でありま

すが、10月末までに約８割の生徒が内定をいた

だいている状況であります。

次に、２の就職決定者の県内比率をごらんい

ただきますと、昨年同月と比較いたしまして2.7

ポイント増加しております。例年、３月末の確

定値は、この時期の数値から１ポイント程度増

加する傾向にありますので、今年度末は60％前

後に落ち着くのではないかと予想されます。

全体としましては、未定者が458名おりますの

で、今後も引き続き関係機関や学校と連携しな

がら就職内定率の向上に努めてまいります。

説明は以上であります。

○新生涯学習課長 新美術公募展（仮称）につ

いて説明をいたします。

資料の７ページをごらんください。

１の経緯についてであります。

本県の２大美術公募展であります宮崎県美術

展と宮日総合美術展は、本年度でそれぞれ46回

と71回を数え、長きにわたって県民に親しまれ

ているところであります。

平成29年度に、宮崎日日新聞社から県教育委

員会に対しまして、宮日美展と県美展との統合

の可能性を探れないかとの相談がありました。

それを受けまして、両者でそれぞれの美術展の

抱える課題を解消するとともに、より発展的な

美術展を目指して、県民へのアンケートを実施

したり、有識者会議を開催したりしながら、統

合について協議を進めてきております。

開催につきましては、国民文化祭、全国障害

者芸術・文化祭が本県で開催されます令和２年

度を目標に調整を図っております。

次に、２の新美術公募展のイメージについて

です。

県美展と宮日美展を発展的な形で統合・再構

築し、コンセプトを、県民の美術の振興・生涯

学習の充実につながることを前提として、「時代

に合った、若者に魅力ある、宮崎ならではの美

術公募展をめざします！」としました。

その具体的な内容につきましては、コンセプ

トに沿った美術公募展を目指しまして、現在検

討しているところでございます。

統合することが決まりましたら、３にお示し

している予定で今後進めてまいりたいと考えて

おります。

説明は以上であります。

○萩尾スポーツ振興課長 資料の８ページをご

らんください。

第81回国民スポーツ大会に向けた競技力向上

対策の経費についてでございます。

１、競技力向上対策の主な取組でありますが、

前回の常任委員会で御説明したとおり、競技力

向上対策をまとめた基本計画に基づき、（１）推

進体制の整備・充実、（２）選手の発掘・育成・

強化、（３）指導体制の充実・強化、（４）環境

条件の整備の４つの柱に従って推進していくこ

ととしております。

２の競技力向上に要する経費についてでござ
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います。

表の上段、競技力向上に係るいわゆるソフト

的な取り組みについて記載しております。

主なものにつきまして説明をいたします。

上から２つ目にありますとおり、有望中学・

高等学校の強化指定校制度の充実を図り、安定

した少年競技力に高めていきたいと考えており

ます。現在の有望中学・高校の強化は、今後の

成年競技力にもつながっていくことからも、継

続的な強化が必要と考えております。

また、３つ目、強化費・遠征費・合宿費につ

いての充実も図っていきたいと考えております。

各競技とも、成年男女、少年男女、４種別の強

化が必要となることや、強豪チームのいる都市

圏まで遠征に行くことを考えると、相当額の強

化費が必要になると考えております。

それから、上から４つ目、有望社会人アスリ

ート確保等の取組による成年種別強化、ここも

有望社会人のアスリートの確保等の取り組みに

力を注いでいきたいと考えております。本県は、

体育系の大学や企業等がある他県とは違い、社

会人選手が少ないことから、民間企業と連携し

ながら取り組みを強化してまいりたいと考えて

おります。

右の欄にありますとおり、概算事業費につき

ましては、約40億円から最大値で55億円という

ふうに見込んでおります。

次に、四角囲みの下段にあります練習施設等

の整備についてであります。

練習環境として整備されていない、又は老朽

化等の課題を抱える施設等につきまして、その

必要性と緊急性等を踏まえ、計画的な整備を図

ることとしております。

現段階では、整備の可能性のある施設につい

て、他県の同規模類似施設等を参考として大ま

かに試算しているもので、概算事業費は約46億

円から55億円と試算しております。

今後、具体的な整備の有無、整備するとした

場合のその内容や時期等の検討を行っていくこ

ととしております。

今後の競技力向上に要する経費を合計します

と、約86億円から110億円と試算しているところ

であります。

なお、本日、別冊としてお配りしている資料

には、前回の常任委員会で報告した内容に加え、

競技力向上に向けた対策について、25ページか

ら最後のページにまとめております。

今回の茨城国体の天皇杯順位41位という成績

を踏まえ、７年後の国民スポーツ大会における

天皇杯獲得を目指し、競技団体など関係する皆

様とともに高い意識等を共有して、競技力向上

に取り組んでまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

○渡辺委員長 その他報告事項につきまして、

質疑はございませんでしょうか。

○濵砂委員 県立高校生の就職内定状況なので

すが、就職希望者数が、横並びで見ると、平成30

年度、平成29年度、ほぼ同数ですよね。子供さ

んは少しずつ減ってきている。まだこれ以上に

減っていくんでしょうけれど。就職の希望者が

ほとんど横並びで変わっていないということに

ついては、進学率が高まっているわけでも─

ここは落ち着いているということでしょうか。

○児玉高校教育課長 今、委員がおっしゃられ

ましたように、進学率、就職率、ほぼ落ち着い

た状況にあると見ております。

○濵砂委員 今の時点で就職内定率が78％、昨

年度も79、78、この時点では大体こんなものな

んですか。

○児玉高校教育課長 例年、この10月末時点で
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の就職内定率は78％前後ですが、年々内定率は

高まってきているところでございます。ここか

ら年度末の３月確定値に向けて、大体99％まで

上がっていくということであります。

○濵砂委員 今度は県内就職率なんですが、こ

れを見てみると、人手不足で、平成29年、平成30

年から商工観光労働部等を通じて県内就職を進

めていこうといった動きがあるけれども、ほぼ

変わっていない。この動きは、やはり県外志向

と県内志向は、啓蒙あるいはそういった奨励の

中では余り気持ちが動いていないということな

んでしょうか。

○児玉高校教育課長 県内就職率につきまして

は、御存じのとおり、各部局との連携で取り組

んできております。高校教育課といたしまして

も、さまざまな取り組みをしているところでご

ざいますが、全国的に見て、昨年時点、県内へ

の就職率が３年連続で上昇してきているのは全

国で宮崎県のみです。今回、４年連続というこ

とになっております。

○濵砂委員 いいことなんですが、それでも、

全国で見ると、そう順位は上がっていないとい

うことかな。

○児玉高校教育課長 徐々にではありますが上

がってきている。もちろん、これに安心してい

るわけではございません。さらに上を目指して

取り組みたいと思っております。

全国的に見ると、本県の就職の実数は悪くは

ないです。他県と比べまして、県内就職率の高

い県であっても、県内に残る実数というのは本

県よりも少ない県もある状況でございます。

○濵砂委員 部局横断での努力の成果が少しは

見えてきたということですね。わかりました。

○井本委員 関連して。

今、実数と言ったでしょう。私は、はっきり

言って、これはあんまり気にせんでいいのでは

ないかと思っているんだけれど。

分母はどのくらいなのか。全国１位は岩手か、

あの辺でしたね。分母は幾らですか。そして、

実数はどのくらいですか。案外宮崎よりも少な

かったりするんですよね。

これは、あの辺の人たちがわあわあ言い出し

たことであって、どうも私はあんまり関心して

ないんですけれど。

○児玉高校教育課長 他県と本県の分母、実数

について、ちょっとお時間をいただきたいと思

います。

○井本委員 少しだけ、一、二例でいいですよ。

トップの話をしてください。トップは何人で、

何人出たという話。

○児玉高校教育課長 全国で一番県内就職率が

高いのは愛知県になりますが、ここは就職者数

も多いですので、例えば富山県は、県内就職率

は２位でありますが、県内就職者数としまして

は33位になります。（発言する者あり）富山県の

県内就職者数は1,898名でございます。

○井本委員 それは、何人のうちですか。

○児玉高校教育課長 富山県の卒業者数は9,195

名であります。

○井本委員 県外、県内の就職者数と就職率は

は。

○児玉高校教育課長 済みません。富山県は、

就職者数、県内が1,898名、県外が119名であり

ます。県内就職率が94.1％であります。

○井本委員 わかりました。

次に、この新美術公募展、国文祭に合わせて

いただいて、本当にありがとうございます。こ

れは多分いいことじゃないかと思うけれど。

両美術展が抱える課題の解消と書いてありま

すが、どんな課題があったのでしょうか。
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○加塩美術館副館長 最大の課題は２つござい

ます。

両方の公募展とも、観覧者の数、出品の数が

ここ10年ずっと減り続けているというのが一つ

ございます。

それと、全国的にも珍しいんですが、県レベ

ルの同じような公募展が２つ並んでおりまして、

両方の入選者が重なっているというところがご

ざいまして、その２つの課題を解決するために

は、一本化するのが一番ではないかという意見

でございます。

○井本委員 わかりました。もう一つ。

このコンセプトなんだけれど、「時代に合った、

若者に魅力ある、宮崎ならではの」というのは、

これは皆さんで決めたんですか。やっぱり美術

に関する人たちが決めたんですか。

○加塩美術館副館長 昨年度から、美術関係の

有識者に集まっていただいて、意見やヒントな

どをいただいております。それを取りまとめた

ものがこの大きな３つのコンセプトということ

になっております。

○井本委員 もう決まったものを文句言っても

しようがないんだけれど、「時代に合った」と「若

者に魅力ある」というのは、余り変わらないの

ではないかという気もするんだけれど。やはり

いつの時代でも変わらないというか、そういう

ものもあっていいのではないか、何かそんな気

もするんだが。「時代に合った」と「若者に魅力

ある」は、私からするとほとんど同じような感

覚だなと。時代を超越した若者に魅力あるとか、

何かそういうのがよかったんじゃないのかとい

う、勝手な私の考えで。わかりました、これは

これでしようがないでしょう。

○ 原委員 県立高校生就職内定状況について、

所管は違うんですが、私学の県内と県外、就職

希望者数の県内内定率との比較は、されたこと

ないんですか。

○児玉高校教育課長 私学につきましては、今

おっしゃられたように、所管が私立高校の支援

は雇用労働政策課が行っておりますが、データ

はみやざき文化振興課が管理しております。

文部科学省等の発表のデータは、私立と公立

含めたデータとなっております。最終的には、

私立、公立合わせたデータが出ることになりま

すが、今現在は持ち合わせておりません。

○ 原委員 ですから、この６ページの就職決

定者の県内比率は県立高校生の比率でしょう。

これを私学と比較したときにどうかという。

○児玉高校教育課長 きょう、御提出しており

ますこの資料は、県立高校だけの資料となって

おります。

○ 原委員 ですから、今、私も聞くところを

間違っていると知りながら、であるならば、私

学の状況はどうかという。所管外だけれども、

同じ年ごろの高校生がいるわけですから、もし

これで私学のほうが多かったりとかあるとする

ならば、その差は何かというところを調べない

といけないわけじゃないですか。その比較はさ

れてませんかということを聞いているのです。

○日隈教育長 済みません。この時点では県立

学校だけ教育委員会で調査しております。私学

は年度末までいって、合わせて文部科学省に数

値を出すということですが、これまでの実績か

ら申し上げると傾向的にはほぼ同じような傾向

は出てくるように考えております。

県立がこの時点で、県内就職率は若干高まっ

ているという数字でございますので、恐らく私

立学校も同様の傾向かなと思います。正確には

今申し上げたとおり、３月末日までで締めて、

再度来年度前半になるかと思いますが、数値が
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出てくるものと思います。

○有岡委員 新美術公募展の関係で、予定では

令和２年の１月に県民の周知ということで理解

できるんですが、この部門のそれぞれの関係者、

この方たちはもう内容は理解してらっしゃる段

階なのか、そこら辺をお伺いいたします。

○加塩美術館副館長 今、お示ししている内容

については、理解していただいております。

○有岡委員 わかりました。ぜひ３月の県美展

に映像などが入っているものですから、日程が

変わってくるということも、ある程度早めに理

解をして、準備いただけたらいいなと思いまし

たので、御質問させていただきました。

では、続いて、国民スポーツ大会の関係で、

別冊の資料から幾つか質問させていただきます。

24ページの競技力向上推進計画ということで、

今年は茨城で41位だったという結果はお話があ

りましたが、目標は30位台前半、来年の鹿児島30

位ということで、今回の結果から受けて、点数

的にはどれぐらい不足しているのかということ

をお尋ねしたいと思うんですが、大体30位前半

にいくためにはどれぐらい点数が必要だったの

か、わかれば教えていただきたいと思います。

○萩尾スポーツ振興課長 今年度、本県の天皇

杯718点でございます。30位は、今年度は滋賀県

でありまして、870.5点でありますので、約160

点ぐらいで30位ということになると思います。

○有岡委員 160点という数字が、恐らく団体競

技である程度点数を稼ぐ、そして、あと各個人

種目をということになると思うんですが、団体

がなかなか上位に入れなかったと、または、少

年男子とか女子とかそれぞれ分類があるんです

が、予選会で勝てなかったという話も聞いてお

りますけれども、いずれにせよ目標を達成する

ためには、やっぱり計画的にやっていかなけれ

ば、来年の鹿児島の30位という目標も厳しいな

と思っていますので、そこら辺の強化の仕方と

いうんですか、結果が出ればいいというわけじゃ

ないんですが、プロセスの中で育成期にどうい

う形で上位へ上がって県民の意識を高めていく

かという、そこら辺のプロセスが大事だと思う

んですが、来年に向けての何かビジョンがあれ

ばお伺いしたいと思います。

○萩尾スポーツ振興課長 これは昨年度対策本

部を立ち上げまして、先ほども説明したとおり、

副知事を本部長にして、しっかり取り組みの柱、

４つの大きな柱で推進をしているところです。

以前もいろんな強化策はやっておりましたが、

しっかり組織的な形でやっております。その中

でも推進本部の中に、今、アジア大会等で日本

のいろんな競技団体を点数化して、強化スキル

等をつくった方をお呼びしまして、競技団体の

まず計画、現状を分析して、じゃあ何が足りな

くてどうしていくかというところをやって、ま

ずはそういう組織体制をしっかりやって、競技

団体も県体協も一緒にやりますけれども、しっ

かり分析をして、何が足りないのか、あるいは

伸ばすところは何か、そういうところを一緒に

ヒアリング等々して、次年度の対策等話し合い

をしているところですので、そういう選手の発

掘育成強化でありますとか、指導体制の充実強

化等の総合的な対策を推進しているところであ

ります。

○有岡委員 理解できましたので、次の質問を

させていただきますが、別冊資料の９ページに

競技役員の数字が出ていますので、お尋ねした

いと思いますけれども、競技役員が、１年、２

年で運営ができる初級では困ると。ある程度の

技術やスキルを持った審判員、役員が育たなけ

ればいけないという意味では、大変急がれる部
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分だと思っておりますが、ここで、例えば２番

でいきますと水泳の必要数が県内で168に対し

て102名不足しているとか、テニスが158名に対

して150名不足とか、かなり数が多いと、数がゼ

ロというような、いろいろばらつきがあって、

ここら辺の競技役員の確保は、ある程度タイム

スケジュール的に取り組んでいらっしゃいるの

か、そこを教えていただきたいと思います。

○萩尾スポーツ振興課長 これも競技団体ヒア

リングの中で、そこの運営については、競技団

体と十分協議をして、地域の方でありますとか、

いろんな関係者の方でありますとか、学校関係

者の方、それらの方々にぜひ資格を取っていた

だいて、ふやす取り組みを各競技団体とやって

おります。

ただ、運営面ということでありますので、総

合政策部の国民スポーツ大会準備課で、この役

員の資料はでつくっていただいて、県の準備委

員会で本年度から競技団体に補助している状況

もございます。ただ、あくまでも主体は競技団

体で養成をしていきたいと思っておりますので、

これは国民スポーツ大会準備課とも十分連携し

ながら進めていきたいと考えております。

○有岡委員 総合政策部で当然こういった数字

を出すのはいいのですが、実質的には学校の先

生とか、教員のＯＢとか、携わった方たちがやっ

ていただくのが意外といいですし、保護者から

でも子供さんがやっていらっしゃる中で参加し

てもらうとか、やっぱりある程度携わった人た

ちがやらなければなかなか身につかないという

んでしょうか、役員として育っていかないのだ

なと思うので、そういった意味では教育委員会

のウエートが大きい分野だと思っていますので、

ぜひ取り組んでいただきたいと思っています。

また、それに関連して、２ページの全国障害

者スポーツ大会のお話をさせていただきたいと

思いますが、これも担当は福祉保健部なんです

が、ここで今後活躍できる選手を育てるとすれ

ば、特別支援学校の先生方の御協力、そして、

今の生徒さん、こういった方たちがつながって

いって、社会人または現役の学生として参加す

ることになると思うんです。

そういった意味では、教育委員会も特別支援

学校の位置づけが大変大きいと思っておりまし

て、そこら辺の結びつきというんですか、障害

者スポーツ大会に行くと、福祉は来ていますが、

教育委員会は余り顔をお見受けすることなかっ

たものですから、今後、そこ辺の連携はいかが

されるのかお尋ねしたいと思います。所管外か

もしれませんが。

○酒井特別支援教育課長 この手のいろんな準

備上の分担ということが、おっしゃったように

福祉保健部にあるものですから、会議等の中で

はそこで集約するという形で、私たちもその後

にいろんな関係課同士の調整を行っているとこ

ろです。

現在のところ、おっしゃったように、やはり

現場の特別支援学校等の教員等が役員等を務め

ることも多くございまして、県の障がい者スポ

ーツ大会、毎年行っている中では、障がい者ス

ポーツ協会のもとで、非常にボランティア的な

側面が強いんですけれども、現在たくさんの教

員がかかわっているという状況にございます。

これから本格化する中で、専門委員会等の中

に特別支援学校関係の行政も入っていく予定で、

これからかかわっていくことになろうかと思っ

ております。

○有岡委員 要望して終わりたいと思いますが、

ぜひ働き方改革、今、そういう議論をする中で、

まだまだいろんなお願いをしないといけない立
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場ですけれども、やはり子供たちと接する先生

方に、もっともっとお願いしていかないといけ

ない分野ですので、指導者を育てる仕事もあり

ますし、そういったお世話をする。そういった

意味では教育委員会と障害者スポーツ大会は大

変密接な関係ですので、ぜひ御協力いただいて、

この大会も一緒に成功できるように御協力いた

だけたらと思っております。要望です。

○ 原委員 ７ページ、会場地の選定状況です

が、これまでの陸上競技場、体育館、プール、

この３つの大きな施設について、いろんな経緯

があって決定しているわけですよね。その中で

陸上競技、それから水泳、それからバスケット

ボールと卓球を見ても、バスケットボールでい

えば少年男子、女子が決まっていない、卓球は

全種別決まってない、会場はつくることに決まっ

たけれども、肝心のそこで試合があるであろう

という種目について決まっていないというのは、

何かまだ時間をかけないといけない理由がある

ということですか。

○萩尾スポーツ振興課長 この市町村の会場等

の選定は、総合政策部の国民スポーツ大会準備

課が行っている状況であります。

これは私も専門委員会の一員ですので、この

選定委員の基本方針等が出ておりまして、これ

はもう県下一斉広く分散してといいますか、そ

ういう形でやるという大きな方針があったよう

に記憶しておりますので、そこらあたりいろん

な形で決めております。そのうち内々定、ある

いは内定があり、日本スポーツ協会から来て、

中央の競技団体とともに会場等視察がありまし

て、本決まりになっていくんですけれども、こ

こにあるのはいろんな市町村でありますとか、

競技団体でありますとか、そこらあたりのとこ

ろの、最後の詰めが行われている状況なのでは

ないかと推測しているところであります。

○ 原委員 内部的に何か特別な障害があると

いうことではなくて、例えばまだ形が見えてい

ないので、本部から来て、ここでいいよという

最後の判断が下らないというようなことで理解

していいのかな。

○萩尾スポーツ振興課長 国から来るのは、県

内の会場地が県内で全部決まってから視察に来

るという状況ですので、今、まだそこの段階に

はいっておらず、県内の調整が今まさに行われ

ている状況と認識しております。

○ 原委員 そこまででいいです。

○日髙委員 二、三点お伺いします。

まず、財源内訳の話ですが、もしかしたら聞

き漏らしていたら大変申しわけないんですが、

４ページの国スポのマックス658億円、今の段階

ではまだざっくりというところでしょうけれど

も、大体どういった財源内訳になるのかです。

○萩尾スポーツ振興課長 これは、本当に今の

ところは概算の概算と。私たちも、ほかのとこ

ろは向こうが所管していますのでわかりません

が、この競技力向上に関するところも、今この

ソフト事業のほうにある程度先催県の実績、そ

して過去10年間の先催県の最大かかった県の最

大値、これを概算事業で載せております。

また、施設整備についても競技団体ヒアリン

グ等を通して、ここらあたりのいろんな意見を

聞きまして、現在のところはその可能性のある

ところを入れて試算している状況でありますの

で、このあたりはまだ本当に概算ということで、

いろんな関係部局でありますとか、いろいろ協

議をしながら、ある程度スケジュールを出すこ

とになろうかと思っております。

○日髙委員 今回議会でも、盛り土高台とかい

ろんなところで数字の話が出てきまして、いや、
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聞いていない、聞いてるとか、そういう話があ

りましたので、これも今の時点で本当に概算と

いうことでしょうから、その時点、時点である

程度目星、目算ができたら、これは早めに議会

のほうにも周知をしていただくように、それが

最終的にどう変わるかどうかわかりませんけれ

ども、ここで１回数字が出てきましたので、将

来に向けてそういう情報交換をしっかりやって

いただくように、うまく意思の疎通、お互いに

執行部と議会側と合わせていただきたいと思い

ます。

それから、有岡委員が24ページでおっしゃい

ましたけれども、本県にとって40位台から天皇

杯、皇后杯を目指すということで、これは本当

に至難の業かなと考えております。しっかり頑

張っていただきたいと思います。時間もそんな

にないと思いますけれども、これは県民挙げて

半世紀の最大のイベントとなろうと思いますの

で、私たちもしっかり協力をしていきたいと思

うんですが、この資料の８ページ、先ほどスポ

ーツ振興課の報告にありましたが、下のほうの

競技力の向上に関する経費ということで86か

ら110億、これも概算ということでしょうけれど

も、やっぱり点数を上げるということになると、

その子供たちの競技力を上げるということに

なったら、どういった指導者がどれだけ確保で

きるかというのが、一番大きな問題かなと思う

んです。

もう余り時間がありませんけれど、この主な

取り組みの上から３番目、４番目、有望社会人

のアスリート確保等の取り組みによる成年種別

の強化とか、トップレベルの全国のアドバイザ

ー等を活用するとかいう言葉が載っております

が、詳しくは今言えないでしょうけれど、いつ

ごろからどういった形でこういうのは実現化、

具現化されていくのか、その辺をイメージでも

結構ですので。

○萩尾スポーツ振興課長 強化費・遠征費・合

宿費等の充実ですが、これはもう今年度から実

は行っておりまして、県の体育協会に、競技に

よって、特技競技でありますとか、少しランク

づけをさせていただきまして、強化費をお願い

しているのですけれども、その強化費を少し上

げてしっかり遠征もいってもらうとか、そうい

う形で今年度から額をふやしているところであ

ります。

また、この有望社会人アスリートの確保につ

いては、今年度社会人アスリート確保専門委員

会というのを立ち上げまして、経済団体の方等

と私たちと一緒に委員会を開きまして、第１回

目の会議をして、いかにアスリートを県内に就

職していただいて、スポーツでもあるいは企業

のほうの活力といいますか、そういうところで

の仕組みづくりを始めさせていただいたという

ところであります。

また、このトップレベルのアドバイザーです

が、実はことしからやっておりまして、点を取っ

ていない競技の16競技に、有名な指導者の方等

に来ていただきまして、実際それぞれ国体選手

でありますとか、指導していただいているとこ

ろでございます。ことし、一番は馬術でありま

すとか、バスケットボールでありますとか実際

効果が出まして、点数を取ったということがあ

りましたので、これは非常に有効な形で、これ

を将来は全競技に広げることになっていくのか

なと考えております。

○日髙委員 施設の問題とかいろいろあるかも

しれませんけれども、やっぱり点数を取るとい

うことは、そのアスリートが育つか育たないか、

ここにかかってくると思うんで、この40億から55
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億円、これが一番大変かなと思います。先生方

も本当に大変でしょうけれども、これはもう本

当に全精力を集中して頑張っていただきたいと

思います。

ただ、天皇杯をとるという意気込みは、知事

ももう既に全面的に表明されていますけれど、

やっぱり、教育の一環ということを考えれば、

ここから先、天皇杯をとって、そこから先にど

れだけそれが持続するかということですので、

そこからまた40位とがたっと落ちてしまったら、

何のために頑張ったのかということになります

ので、そこから後もしっかりとレベルの向上が

維持できるように、この辺もしっかり頑張って

いただきたいと思います。

最後にもう一点だけですが、資料の別冊の26

ページです。一番上に、高校の団体入賞競技の

強化指定校が、高校名も既に出ておりますけれ

ども、この選定の枠というか、強化指定校につ

いては全国に通用する競技力を有する学校と書

いてあります。この辺をもうちょっと具体的に、

何かこういうのが指定校になる、ならないの境

はどの辺にあるのでしょうか。

○萩尾スポーツ振興課長 これは指定の基準が

ございまして、今、委員のおっしゃったとおり、

全国通じる競技力を有し、今後も維持向上が期

待されること。これは全国ベスト８以上ぐらい

かなと考えております。

それから次に、競技力が県のトップで、その

活動が地域とか学校に根づいていて、将来とも

競技力の向上が期待できる、あるいは競技人口

や部活動数は少ないですけれども、地域や学校

の支援体制から育成強化を図るに適していると

認められる。これは少し未普及競技をイメージ

しておりますが、このような基準に基づいて選

考委員会をして、最後教育長で決裁をしていま

す。

ただ、見直し等も平成９年からやっておりま

すので、９年当時は12校14校21部ということで、

非常に少なかったんですけれども、その後のい

ろんな基準等の見直しでありますとか、学校間

での活発な競争ということで、見直している状

況があるということでございます。

○日髙委員 最後になります。ただいまの件で

ありますが、全国に通用するとか、県のトップ

とか、そういう話が、これは当然だと思います。

実力あるかないかと言えばです。

ただ、私が今申し上げたのは、全国、九州大

会では非常にいい成績を残しているにもかかわ

らず、指定校の中に入れていない、なぜなのか

と、保護者の方からそういう話もありました。

やはり指定校に指定される、されないというの

は、選手も保護者もモチベーション全く変わっ

てくるから、そして、国スポを目指して今から

頑張っていくところですので、できたらそうい

う高校あったら、ぜひこの枠に入れていただい

て、モチベーションを全体的に高めていただく

ように、よろしくお願いしたいと思います。

○萩尾スポーツ振興課長 今の御意見ですけれ

ど、例えば全国の入賞が２校あって、これは県

内でずっと勝てないとか、いろんな状況もある

のかなと思っております。ですから、そういう

ような状況も勘案して、今後天皇杯獲得に向け

ましては、全体の競技力の底上げに資するとい

うふうに、一定の見直し等も随時やっていこう

かと考えております。

○日髙委員 よろしくお願いします。

○渡辺委員長 ほか、いかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 なければ一点。新美術公募展に

ついてお伺いをしますが、２つを合わせて、力
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を合わせてやっていきましょうという経緯は、

昨年の委員会でも御説明あったところなので理

解をしていますけれども、いよいよ来年からと

いう話ですので、これは２つを統合したときに、

この美術展の財政規模といいますか、必要なお

金の額がどのぐらいなのかを、ちょっとイメー

ジできてませんけれども、２つ一緒にしたとき

に、財政規模のイメージは、今よりも大きくな

るのか、もしくは、例えば主催者が県の教育委

員会と美術館とがあって、宮日とがあったもの

が３つが主催という形になるわけですので、県

の持ち出しというか、負担分は今までよりも減

るというイメージなのか、それとも充実を図る

ので、県は今までと一緒で、拡充をするという

イメージなのか。コンセプトはわかったんです

が、ちょっとその辺が見えないと、どうなって

いくのかというイメージを議会として描けない

という気がするのですけれど、そこはいかがで

すか。

○加塩美術館副館長 経費につきましても、今

から宮日と県で調整を図っていくこととしてお

ります。現状は、宮日さんと県でタイアップと

いうことで、五分五分の出資というようなこと

は考えております。

○渡辺委員長 つまり、新しい美術公募展の規

模感とかかかる予算のイメージは、今まで県が

やっていたもの、宮日さんがやっていたものと、

例えば同等の規模でやれば、当然減ることにな

るでしょうが、充実を図って、財政規模を大き

くするという考え方なのか、その辺はどうなん

ですか。

○加塩美術館副館長 現時点の、両公募展より

魅力があるところを確保するためには、財源は

単独より大きくなると考えています。

○渡辺委員長 以前御説明を聞いたときに、ほ

かにも協賛であったり、スポンサーというんで

しょうか、資金の協力をされている民間企業等

あったと思いますけれども、そういう方々は、

引き続き統合した美術展に対しても協力の姿勢

を─正式に決まるのはまだ先でしょうけれど

も、基本的にはそういう内諾を得て進んでいる

のか否かということと、時期については、国文

祭等が終わった令和２年度中という、ちょっと

まだ若干幅があるような気がしますけれども、

基本的には、初年度やった時期に、今後毎年実

施していくという考え方でいいのか、その２点

を教えてください。

○加塩美術館副館長 まず、実施時期について

ですけれども、ここにありますとおり国文祭、

芸文祭が来年12月の初旬に終わりますので、初

回はその後に。恐らく年を越すだろうと思って

はおります。第１回をやった後に、恐らく反省

会みたいなものをやって、期間についても、も

う一回お互い話をするということになるかと思

います。

○渡辺委員長 協賛の皆さん方の理解について

は。

○加塩美術館副館長 協賛の話につきましては、

今、宮日総合美術展のみ協賛がついているとこ

ろでございまして、引き続き協賛を募るという

ことで、また宮日に検討をお願いして、県も努

力しますけれども、そういう形で考えておりま

す。

○渡辺委員長 この美術展と直接結びつくのか、

ちょっと不勉強で、県がやっているのか、宮日

さんがやっているのかわかりませんが、県の美

術等の優秀な力量のある方で表彰された方を、

海外に派遣してとか、帰って来た方々の展覧会

とか何か、歴代の方がやってたりしてましたよ

ね。あれは、どちらかの事業と関係あるもので
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すか。全く別のものですか。

○加塩美術館副館長 ※本年度までは宮日総合美

術展で海外留学をやっておりました。

○渡辺委員長 それは、極めて大事なというか、

いろんな宮崎のそういう志している方々にとっ

て、重要な派遣というか、事業だったのではな

いのかなと想像しますけれども、基本的には、

例えばこれが、じゃあ今まで宮日総合美術展で

そういう確保をしていたものが、県とのもので

統合された後も、基本的にはその手の事業は引

き継がれて、そういう派遣もこの枠組みの中で

考えていくものだと理解すればいいのか。それ

とも、そこは県は関係なくて、もし宮日が御厚

意でそういう事業を続けてくださればあるかも

しれませんねという考え方なのか、そこはいか

がなんでしょうか。

○加塩美術館副館長 このコンセプトの中に、

「若者に魅力ある」というところがございまし

て、委員長がおっしゃるとおり、留学賞は一つ

の目標になるものだと考えておりますので、今

後詰めていく中で、そこの点についても話はし

たいと考えております。

○渡辺委員長 ありがとうございました。

○萩尾スポーツ振興課長 発言の訂正をさせて

ください。

先ほど、指定管理者のところで、津波避難施

設は公園協会が管理すると発言をいたしました

が、これは県土整備部の管轄でありまして、公

園協会が管理するかどうかわかっておりません

ので、管理につきましては県土整備部で決まる

ものと訂正をお願いいたします。よろしくお願

いします。

○渡辺委員長 それでは、次に進めたいと思い

ますが、その他で何かございますでしょうか。

○有岡委員 先日の一般質問の中で、パワハラ

の緊急実態調査という話がありまして、記名式

でやられたと伺いました。神戸の教師のいじめ

がなぜ起きたのかということも、まだまだ検証

しなければいけないのですが、現在学校にいらっ

しゃる先生方だけではなく、私はメンタルヘル

スで不調を訴えて今休んでいらっしゃる方たち

もチャンスがあればやっぱりお尋ねして、学校

の現場でどういう問題があるのか、または、保

護者からの問題もあるかもしれません。そういっ

たものも含めて、やっぱり時間をかけて調査し

て、対策を練っていただけるといいなと感じて

おりますが、その点いかがでしょうか。

○黒木教職員課長 今回の調査につきましては、

緊急調査ということで、期間も非常にタイトで

したので、委員がおっしゃられたように、病気

休暇、休職等により長期間職場を離れている職

員は対象としておりませんでした。

しかし、そういった方々だからこそ、また抱

えていらっしゃる悩みがあるということは、我

々も把握しておりますので、そういった方々の

声をどう反映していくか、今回の調査だけでは

なくて、総合的に対策をまた考えていきたいと

思っております。

○有岡委員 よろしくお願いします。

○井本委員 この前、調査で静岡県の韮山高校

に行って、いろいろ勉強になったんだけれども、

あのときの評価の方式で、ルーブリック評価だっ

たか、それともう一つカリキュラムマネジメン

トと言ったね、これもやはり今、県内でもやっ

てるんですか。ちょっとその辺がやってるなら

やってるで、どのくらい進んでいるのかと思っ

て。

○東義務教育課長 今回の新学習指導要領の中

で、カリキュラムマネジメントというのが大変

※48ページに訂正発言あり
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うたわれております。学校の教育課程を子供た

ちや地域の実態に応じて、もう一回つくり直し

て、改善しながら学習等を進めるということに

なっております。このことについては、県内全

ての小中学校に通知して、今取り組んでいただ

いております。

○井本委員 ルーブリック評価はどうですか。

○東義務教育課長 ルーブリックの手法につい

ては、特定の手法ということで、全県下で公立

学校に周知をしているということはございませ

ん。

○井本委員 今、どういう評価方式をとってい

るの。

○東義務教育課長 国が出しているものに準じ

て、県で評価基準を定めております。各教科、

各内容ごとに、一つ一つの項目について基準を

定めて、それを各学校の子供たちに当てはめて、

学校で評価するということで今進めております。

○井本委員 将来的にルーブリック評価を取り

入れるというようなことはないの。

○東義務教育課長 評価については、ルーブリッ

ク評価のほかにもポートフォリオ評価とかいろ

んな評価がございますので、それを学校に応じ

て、学校の中ではポートフォリオを取り入れた

り、ルーブリックを取り入れたりしているとこ

ろはあると思いますが、県として推進している

ということではありません。

○安田副委員長 開会前に教育長にプリントを

差し上げましたけれども、国でラグビー練習場

の整備を全国40カ所程度、補正予算で盛り込む

方向なんですが、本県もラグビー人気が高まっ

ている中、また合宿、キャンプ等が行われる中、

ラグビー練習場を整備していく。先ほどプリン

トを差し上げたばかりですが、教育長の考えが

ありましたらお聞かせください。

○日隈教育長 先ほど資料で御説明した中に議

論ありましたけれども、整備関係は、各競技ご

とにこれから進めてまいります。その中で活用

できるものは、できるだけこういった補助制度

を活用していきたいと考えております。

ちょっと申し上げると、全体で一般質問で658

億円という数字が出ましたけれども、大まかに

言うと施設関係が500億ぐらいで、それ以外のソ

フト事業的なものが150億ぐらいかなと思いま

す。150億のソフト事業と申し上げた部分は、こ

れは県債の活用が恐らくできませんので、500億

円程度の施設整備は県債が活用できると思いま

す。

ただ、その前に補助の対象になる分があれば、

できるだけ国庫補助を取り入れていく必要があ

るということになります。一般的には、国土交

通省の都市公園法の関係で公園指定地域、今回

で申し上げると山之口と木花の総合運動公園内、

都市公園内は社会資本整備交付金が活用できま

すので、まずはそれを活用していくと。数十億

単位で確保できるんじゃないかなと思いますが、

これは議会と一緒にまた要望・陳情活動もして

いかなくてはいけないということになります。

そのほかに、このように文部科学省の一部補

助金も予定されているようでありますので、そ

ういったものも活用できれば県の負担が減るの

かなと考えますので、まず国からの補助の活用

については、全力を挙げて取り組んでいく必要

があろうかと思います。

残った分について、県の負担と一部都城市、

あるいは延岡市と協議で、両市から一部負担が

出てくるかと思います。それで残った県の分の75

％程度はということで、この前、総務部長が答

弁いたしましたけれども、県債の活用が地方財

政法では最長30年、議会答弁は20年と総務部長
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は申し上げましたけれども、恐らく50年以上活

用すると思いますから、最長30年の世代で負担

していくという形でもいいのではないかと思わ

れますので、そういった県債の活用も含めて、

現金の部分の一般財源はできるだけ節約するよ

うに取り組んでいく必要があろうかと思います。

いずれも頭のところに国庫補助を入れて、そ

して市町村の負担をちょっと入れて、あとは県

の負担ということになりますので、国庫補助の

活用は全力を挙げて取り組んでいく必要があろ

うかと思いますので、頑張ります。

○加塩美術館副館長 訂正をお願いします。

先ほど宮日総合美術展の海外留学賞が今年度

までと言いましたけれども、昨年度まででござ

いましたので訂正をお願いします。

○渡辺委員長 その他でございませんでしょう

か。

なければ済みません。冒頭教育長から御発言

があった件ですが、多くの教職員の皆さんが極

めて一生懸命教育をされている中で、こういう

ことで信頼を失われるのは大変残念なことだろ

うと思います。調査中もあるということでした

ので、基本的には先ほどの御説明だと思ってお

りますが、幾つか確認だけと思いますけれども、

先ほど２名というお話がありましたが、免許証

を持っていないというだけでは、別に何の問題

あるわけでもないので、恐らく免許証がない状

態であるにもかかわらず、学校の勤務とか公務

の中で自動車の運転をされていたということだ

と当然理解しています。まずそれでいいのかと

いう確認と、運転はいつまでされていたのか、

過去にそういう時期があったということなのか、

それとも、都城の先生の件が発覚するまで運転

を続けている状態であったのか、その点はどう

なりますでしょうか。

○黒木教職員課長 まだ調査中なので、明らか

なところは申し上げられないですけれども、１

点目については、今のところの情報では、乗っ

て来ていたということは確認できております。

それから２点目、委員長、もう一度済みませ

ん。

○渡辺委員長 基本的には公務で運転していた

ということだと理解しましたので、その上で、

実際に直近まで、あの事件が発覚するまで、日

々の通勤等で車なのかバイクなのかわかりませ

んが、来られていたと理解していいのか。

○黒木教職員課長 今のところはそういった供

述になっております。

○渡辺委員長 道交法の無免許運転というのは、

現行犯じゃないと、立件はできないと思います

ので、本人がそうしていたということだけで、

それが警察にとって云々ということにはならな

いだろうとは思いますが、ただ、その事実がはっ

きりと教育委員会としてわかって、なおかつ公

務、もしくは通勤でそういう事態があったとい

うことは、明らかな法律違反の状態であること

は間違いありませんので、そこに関しての何ら

かの、教育委員会内での処分とは別の次元で、

一般の法規範に著しく反する行為をしていたと

いうことに対して、教育委員会としての何らか

判断が─現時点では決まっていないだろうと

思いますが、あり得るのかということが１点と、

現時点でその行為が確認された先生方は、今ま

だ引き続きお仕事されている状況なのか、それ

とも職務から外れるような状況にあるのか、そ

こはいかがでしょうか。

○黒木教職員課長 ２点目につきましては、今、

学校には勤務しておりません。

それから、１点目ですけれども、ある程度事

実関係が明らかになった段階で、警察の判断と
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は別に、我々としても厳正に対処していきたい

と考えております。

○渡辺委員長 ありがとうございました。ほか

にございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって教育委

員会を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時53分休憩

午後２時59分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、あす、12月６日

金曜日に行うこととし、再開時間を午後１時30

分としたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもちまして本

日の委員会を終了いたします。

午後２時59分散会
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令和元年12月６日（金曜日）

午後１時29分開議

出席委員（７人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 安 田 厚 生

委 員 蓬 原 正 三

委 員 井 本 英 雄

委 員 濵 砂 守

委 員 有 岡 浩 一

委 員 日 髙 利 夫

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 関 谷 幸 二

議事課主任主事 三 倉 潤 也

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

議案につきまして、賛否も含め、御意見がござ

いましたらお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、特にないようですの

で、議案の採決を行います。

議案の採決については、議案ごとがよろしい

でしょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第３号、第10号、第12号、第24

号及び第26号につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

それでは、次に、委員長報告骨子案について

であります。委員長報告の項目及び内容につき

まして、御意見がございますでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時30分休憩

午後１時30分再開

○渡辺委員長 委員会を再開します。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくということで御異議ございません

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続調査について、お諮りい

たします。教育及び警察行政の推進並びに公営

企業の経営に関する調査につきましては、引き

続き、閉会中の継続調査といたしたいと思いま

すが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 御異議ございませんので、この

旨、議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時31分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

１月23日の閉会中委員会につきましては、内

容については正副一任とし、委員会を開催する

ということで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのようにいたしま

令和元年12月６日(金)



- 51 -

す。

その他、何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上で委員会を終了

いたします。

午後１時32分閉会
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